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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波イメージングの方法であって：
　多数開口イメージングシステムを用いて非集束ピング超音波パルスを送信して目的の領
域を超音波照射するステップ；
　該目的の領域の第1のセクションの第1の画像をリアルタイムで形成するステップ；
　該超音波照射された領域から受信したエコーデータをメモリ装置に保存するステップ；
　該保存するステップの後に、該メモリ装置から該エコーデータを取り出すステップ；
　該エコーデータを処理して該目的の領域の第2のセクションの第2の画像を形成するステ
ップであって、該第2のセクションが、該第1のセクションに存在しない該目的の領域の部
分に亘る、該ステップ；
　該エコーデータを処理して該目的の領域の第3のセクションの第3の画像を形成するステ
ップであって、該第3のセクションが、該第2のセクションに存在しない該目的の領域の部
分に亘る、該ステップ；及び
　該第2の画像及び該第3の画像を同時に表示するステップ；を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記第1の画像を形成するステップが、第1のセットのビーム形成パラメータを用いるこ
とを含み、前記エコーデータを処理して前記第2の画像を形成するステップが、該第1のセ
ットのビーム形成パラメータとは異なる第2のセットのビーム形成パラメータを用いるこ
とを含む、請求項1記載の方法。
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【請求項３】
　前記第2の画像が、前記第1の画像よりも高い画素解像度を有する、請求項1記載の方法
。
【請求項４】
　前記第2の画像が、前記第1のセクションの範囲内の前記目的の領域の一部に亘る、請求
項1記載の方法。
【請求項５】
　前記目的の領域の前記第1のセクション及び前記第2のセクションが全く重複していない
、請求項1記載の方法。
【請求項６】
　ヒトの心臓の断面を前記第1の画像で見ることができ、該心臓の第1の部分のみを前記第
2の画像で見ることができ、かつ該心臓の第2の部分のみを前記第3の画像で見ることがで
きる、請求項1記載の方法。
【請求項７】
　前記第2の画像を形成するステップ及び前記第3の画像を形成するステップが、複数の画
像層を組み合わせることをさらに含み、該各画像層が、送信超音波パルスと受信開口の様
々な組み合わせに対応し、該第2の画像を形成するステップが、該第3の画像を形成するス
テップとは異なる数の画像層を組み合わせることを含む、請求項1記載の方法。
【請求項８】
　前記第2の画像で見える物体を測定するステップをさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項９】
　超音波データを処理する方法であって：
　第1のデータセットを第1の不揮発性デジタルメモリ装置から取り出すステップであって
、該第1のデータセットが、送信開口の位置及び向きの情報を含む、該ステップ；
　第2のデータセットを第2の不揮発性デジタルメモリ装置から取り出すステップであって
、該第2のデータセットが、一連の超音波エコーストリングを含み、該各超音波エコース
トリングが、エコーデータの生成に関与する送信開口に関連した該エコーデータを含む、
該ステップ；
　該送信開口の送信位置を該第1のデータセットから決定するステップ；
　受信開口の受信位置を該第2のデータセットから決定するステップ；
　該第2のデータセットを第1のセットのビーム形成パラメータを用いてビーム形成して、
標的物体の第1のセットの画像を形成するステップ；
　少なくとも1つのビーム形成パラメータを調整して第2のセットのビーム形成パラメータ
を生成するステップ；及び
　該第2のデータセットを該第2のセットのビーム形成パラメータを用いてビーム形成して
、該標的物体の第2のセットの画像を形成するステップ；を含む、前記方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも1つのビーム形成パラメータが、前記標的物体における音速である、請
求項9記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも1つのビーム形成パラメータが、前記送信開口の送信トランスデューサ
素子又は前記受信開口の受信トランスデューサ素子の位置である、請求項9記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも1つのビーム形成パラメータが重み付け係数である、請求項9記載の方法
。
【請求項１３】
　前記標的物体の画像ウィンドウを画定するステップ；及び
　前記第2のデータセットをビーム形成して、該標的物体の該画像ウィンドウの第2のセッ
トの画像を形成するステップ；をさらに含む、請求項9記載の方法。
【請求項１４】
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　前記画像ウィンドウが、前記第1のセットの画像の全領域よりも小さい、前記第1のセッ
トの画像の範囲内の領域に亘り、前記方法が、前記第2のセットの画像で見える構造のサ
イズを測定するステップをさらに含む、請求項13記載の方法。
【請求項１５】
　前記第2のデータセットから形成された画像に基づいてmモードラインを表示に追加する
ステップをさらに含む、請求項9記載の方法。
【請求項１６】
　画像をコヒーレント及びインコヒーレントに組み合わせるためのアルゴリズムを調整す
るステップをさらに含む、請求項9記載の方法。
【請求項１７】
　前記第1のセットの画像を形成するステップが、第1の複数の画像層を組み合わせて第1
のセットのフレームを形成するステップであって、該各画像層が、前記送信開口と前記受
信開口との異なる組み合わせに対応する、該ステップ、及び該第1のセットのフレームを
第1のフレームレートで表示するステップをさらに含む、請求項9記載の方法。
【請求項１８】
　前記第2のデータセットをビーム形成して前記標的物体の第2のセットの画像を形成する
ステップをさらに含み、該ステップが、第2の複数の画像層を組み合わせて第2のセットの
フレームを形成するステップであって、該各画像層が、前記送信開口と前記受信開口との
異なる組み合わせに対応し、該第2のセットのフレームが、前記第1のセットのフレームよ
りも多数のフレームを有する、該ステップ、及び該第2のセットのフレームを、前記第1の
フレームレートよりも高い第2のフレームレートで表示するステップを含む、請求項17記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、引用により開示内容が本明細書中に組み込まれている2012年8月21日出願の
米国仮特許出願第61/691,717号（名称：「超音波イメージングシステムのメモリアーキテ
クチャ（Ultrasound Imaging System Memory Architecture）」）の利益を請求するもの
である。
【０００２】
（引用による組み込み）
　本明細書で言及される全ての刊行物及び特許出願は、それぞれの刊行物又は特許出願が
引用により明確かつ個別に本明細書中に組み込まれると示されたかのように、引用により
本明細書中に組み込まれるものとする。
【０００３】
（分野）
　本開示は、一般に、超音波イメージングシステムに関し、より詳細には、生エコーデー
タメモリ装置を利用する超音波イメージングシステムに関する。
【背景技術】
【０００４】
（背景）
　従来の超音波イメージングでは、超音波エネルギーの集束ビームを検査するべき体組織
に送信し、戻されたエコーを検出してプロットし、これにより画像を形成する。超音波は
、診断目的で広く使用されているが、従来の超音波は、スキャニングの深度、スペックル
ノイズ、低い方位分解能、隠れた組織、及び他のこのような問題によって大きく制限され
る。
【０００５】
　体組織を超音波照射するために、超音波ビームは、典型的には、フェーズドアレイ又は
成形トランスデューサのいずれかによって形成され、集束される。フェーズドアレイ超音



(4) JP 6306012 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

波は、医療用超音波検査で画像を形成するために狭い超音波ビームを誘導及び集束させる
一般的に使用されている方法である。フェーズドアレイプローブは、多数の小型超音波ト
ランスデューサ素子を有し、該素子はそれぞれ、個別にパルスすることができる。超音波
パルスのタイミングを変更することにより（例えば、一列に沿って素子を1つずつ順にパ
ルスすることによって）、建設的干渉パターンが形成され、これにより、ビームが選択さ
れた角度で誘導される。これは、ビーム誘導として知られている。次いで、このような誘
導超音波ビームを、検査されるべき組織又は物体全体に照射することができる。次いで、
多数のビームからのデータを組み合わせて、物体を通るスライスを示す視覚画像を形成す
る。
【０００６】
　従来、超音波ビームを送信するために使用されるものと同じトランスデューサ又はアレ
イを使用して、戻るエコーを検出する。このデザイン構成は、医療用途での超音波イメー
ジングの使用における最も大きな制限の1つであり、方位分解能が低い。理論的には、方
位分解能は、超音波プローブの開口の幅を広げることによって改善することができるが、
該開口のサイズを拡大する上での実施上の問題は、該開口を小さいままとしなければなら
ないことである。疑う余地なく、超音波イメージングは、たとえこの制限があっても非常
に有用であるが、分解能が向上すればさらに有効であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（開示の概要）
　超音波イメージングの方法が提供され、該方法は、多数開口イメージングシステムを用
いて非集束ピング超音波パルスを送信して目的の領域を超音波照射するステップ、該目的
の領域の第1のセクションの第1の画像をリアルタイムで形成するステップ、該超音波照射
された領域から受信したエコーデータをメモリ装置に保存するステップ、該保存するステ
ップの後に、該メモリ装置から該エコーデータを取り出すステップ、及び該エコーデータ
を処理して該目的の領域の第2のセクションの第2の画像を形成するステップであって、該
第2のセクションが、該第1のセクションに存在しない該目的の領域の部分に亘る、該ステ
ップを含む。
【０００８】
　一部の実施態様では、該形成するステップは、第1のセットのビーム形成パラメータを
用いることを含み、該処理するステップは、該第1のセットのビーム形成パラメータとは
異なる第2のセットのビーム形成パラメータを用いることを含む。
【０００９】
　一実施態様では、該第2の画像は、該第1の画像よりも高い画素解像度を有する。別の実
施態様では、該第2の画像は、該第1のセクションの範囲内の該目的の領域の一部に亘る。
一部の実施態様では、該目的の領域の該第1のセクション及び該第2のセクションは全く重
複していない。
【００１０】
　一部の実施態様では、該方法は、該エコーデータを処理して該目的の領域の第3のセク
ションの第3の画像を形成するステップであって、該第3の画像が、該第2の画像に存在し
ない該目的の領域の部分に亘る、該ステップ、及び該第2の画像及び該第3の画像を同時に
表示するステップをさらに含む。
【００１１】
　一部の実施態様では、ヒトの心臓の断面を該第1の画像で見ることができ、該心臓の第1
の部分のみを該第2の画像で見ることができ、かつ該心臓の第2の部分のみを第3の画像で
見ることができる。
【００１２】
　一部の実施態様では、該第2の画像を形成するステップ及び該第3の画像を形成するステ
ップは、複数の画像層を組み合わせることをさらに含み、該各画像層は、送信超音波パル
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スと受信開口の様々な組み合わせに対応し、該第2の画像を形成するステップは、該第3の
画像を形成するステップとは異なる数の画像層を組み合わせることを含む。
【００１３】
　一実施態様では、該方法は、該第2の画像で見える物体を測定するステップをさらに含
む。
【００１４】
　超音波データを処理する方法も提供され、該方法は、第1のデータセットを第1の不揮発
性デジタルメモリ装置から取り出すステップであって、該第1のデータセットが、送信開
口の位置及び向きの情報を含む、該ステップ、第2のデータセットを第2の不揮発性デジタ
ルメモリ装置から取り出すステップであって、該第2のデータセットが、一連の超音波エ
コーストリングを含み、該各超音波エコーストリングが、エコーデータの生成に関与する
送信開口に関連した該エコーデータを含む、該ステップ、該送信開口の送信位置を該第1
のデータセットから決定するステップ、受信開口の受信位置を該第2のデータセットから
決定するステップ、及び該第2のデータセットを第1のセットのビーム形成パラメータを用
いてビーム形成して、標的物体の第1のセットの画像を形成するステップを含む。
【００１５】
　一部の実施態様では、該方法は、少なくとも1つのビーム形成パラメータを調整して第2
のセットのビーム形成パラメータを生成するステップ、及び該第2のデータセットを該第2
のセットのビーム形成パラメータを用いてビーム形成して、該標的物体の第2のセットの
画像を形成するステップをさらに含む。
【００１６】
　一実施態様では、該少なくとも1つのビーム形成パラメータは、該標的物体における音
速である。別の実施態様では、該少なくとも1つのビーム形成パラメータは、該送信開口
の送信トランスデューサ素子又は該受信開口の受信トランスデューサ素子の位置である。
追加の一実施態様では、該少なくとも1つのビーム形成パラメータは重み付け係数である
。
【００１７】
　一部の実施態様では、該方法は、該標的物体の画像ウィンドウを画定するステップ、及
び該第2のデータセットをビーム形成して、該標的物体の該画像ウィンドウの第2のセット
の画像を形成するステップをさらに含む。
【００１８】
　一部の実施態様では、該画像ウィンドウは、該第1のセットの画像の全領域よりも小さ
い、該第1のセットの画像の範囲内の領域に亘り、該方法は、該第2のセットの画像で見え
る構造のサイズを測定するステップをさらに含む。
【００１９】
　別の実施態様では、該方法は、該第2のデータセットから形成された画像に基づいてmモ
ードラインを表示に追加するステップを含む。
【００２０】
　他の実施態様では、該方法は、画像をコヒーレント及びインコヒーレントに組み合わせ
るためのアルゴリズムを調整するステップをさらに含む。
【００２１】
　一部の実施態様では、該第1のセットの画像を形成するステップは、第1の複数の画像層
を組み合わせて第1のセットのフレームを形成するステップであって、該各画像層が、該
送信開口と該受信開口との異なる組み合わせに対応する、該ステップ、及び該第1のセッ
トのフレームを第1のフレームレートで表示するステップをさらに含む。
【００２２】
　他の実施態様では、該方法は、該第2のデータセットをビーム形成して該標的物体の第2
のセットの画像を形成するステップを含み、該ステップは、第2の複数の画像層を組み合
わせて第2のセットのフレームを形成するステップであって、該各画像層が、該送信開口
と該受信開口との異なる組み合わせに対応し、該第2のセットのフレームが、該第1のセッ
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トのフレームよりも多数のフレームを有する、該ステップ、及び該第2のセットのフレー
ムを、該第1のフレームレートよりも高い第2のフレームレートで表示するステップを含む
。
【００２３】
　超音波イメージングシステムも提供され、該システムは、複数の送信トランスデューサ
素子及び複数の受信トランスデューサ素子を有する多数開口超音波プローブ、該プローブ
の該送信トランスデューサ素子からの超音波パルスの送信を制御するように構成された送
信制御電子機器、該超音波パルスのエコーに対応する該受信トランスデューサ素子からエ
コー信号を受信するように構成された受信電子機器、及び該受信電子機器と電子通信する
生データメモリであって、少なくとも1つの送信素子の識別を表すデジタルデータ、該少
なくとも1つの送信素子が超音波パルスを送信する時刻、及び該超音波パルスからのエコ
ーの大きさを表す一連のデータ点を含む、該生データメモリを備える。
【００２４】
　一部の実施態様では、該システムは、該生データメモリと電子通信するビームフォーマ
を備え、該ビームフォーマは、該生データメモリからエコーデータを取り出し、該取り出
したエコーデータから画像を形成するように構成されている。
【００２５】
　超音波画像を処理する計算装置が提供され、該装置は、プロセッサ、プロセスコードを
含む第1の不揮発性メモリ装置、送信開口に関連した超音波エコーデータを含み、かつ受
信開口の受信トランスデューサ素子に対する該送信開口の送信トランスデューサ素子の音
響位置を決定するトランスデューサ素子の位置データを含む第2の不揮発性メモリ装置を
備え、該プロセッサが、該第1の不揮発性メモリ装置内の該プロセスコードを実行して該
超音波エコーデータを該第2のメモリ装置から取り出し、該トランスデューサ素子の位置
データに基づいて該エコーデータをビーム形成することによって画像を形成するように構
成されている。
【００２６】
　一部の実施態様では、該装置は、該送信開口及び該受信開口を含む超音波プローブに電
子的又は物理的に接続されていない。
【００２７】
　超音波イメージングの方法が提供され、該方法は、超音波ピングを少なくとも1つの送
信素子から患者に送信するステップ、該超音波ピングに関する送信情報を生データメモリ
に保存するステップ、該超音波ピングに対応するエコーを少なくとも1つの受信素子で受
信するステップ、該エコーを複数のサンプリング点でサンプリングして、信号の大きさ及
びタイムスタンプ入力を含むデジタル記録を生成するステップ、及び該各サンプリング点
についての該デジタル記録を該生データメモリに保存するステップを含む。
【００２８】
　一部の実施態様では、該方法は、該デジタル記録から超音波画像を形成するステップを
さらに含む。
【００２９】
　別の実施態様では、該方法は、該送信素子及び該受信素子の校正作業を行って最新の校
正データを得るステップ、及び該デジタル記録を該最新の校正データを用いて処理して超
音波画像を形成するステップを含む。
【００３０】
（図面の簡単な説明）
　本発明の新規な特徴は、特に添付の特許請求の範囲で説明する。本発明の特徴及び利点
は、本発明の原理が利用されている例示的な実施態様を説明する以下の詳細な説明、及び
添付の図面を参照すればより良く理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図1は、多数開口超音波イメージングプローブ及び画像化される点の格子の略図
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である。
【００３２】
【図２】図2は、生エコーデータを収集するように構成された超音波イメージングシステ
ムの制御パネルの一実施態様の斜視図である。
【００３３】
【図３】図3は、局所の生エコーデータの収集用に構成された超音波イメージングシステ
ムの一実施態様のいくつかの機能的な構成要素を例示するブロック図である。
【００３４】
【図４】図4は、遠隔の生エコーデータの収集用に構成された超音波イメージングシステ
ムの一実施態様のいくつかの機能的な構成要素を例示するブロック図である。
【００３５】
【図５】図5は、生エコーデータを収集して記録するためのプロセスの一実施態様を例示
する工程系統図である。
【００３６】
【図６】図6は、以前の実際のイメージングセッション中に収集される生エコーデータを
実施者が利用することができるプロセスの一実施態様を例示する工程系統図である。
【００３７】
【図７】図7は、以前の実際のイメージングセッション中に収集された生エコーデータを
イメージングシステムが処理して表示することができるプロセスの一実施態様を例示する
工程系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
（詳細な説明）
　様々な実施態様を、添付の図面を参照して詳細に説明する。特定の例及び実施について
の言及は、例示目的であり、本発明の範囲又は特許請求の範囲を限定することを意図とす
るものではない。
【００３９】
（イントロダクションと定義）
　様々な実施態様が、様々な解剖学的構造の超音波イメージングに関連付けて本明細書で
説明されるが、本明細書に図示され、説明される多くの方法及び装置を、他の用途、例え
ば、非解剖学的構造及び物体のイメージング及び評価にも使用することができることを理
解されたい。例えば、本明細書で説明されるプローブ、システム、及び方法は、様々な機
械的物体、構造的物体、又は材料、例えば、接合部、管、梁、板材、圧力容器、積層構造
などの非破壊試験又は評価に使用することができる。以下の様々な実施態様は、後にビー
ム形成して処理し、画像データにするために、ビーム形成前の生の超音波データを保存す
るように構成された超音波イメージングシステムに使用されるシステム及び方法を含む。
このようなシステムは、超音波イメージングシステムを用いる様々なユニークな方法を可
能にする。
【００４０】
　本明細書で使用される「超音波トランスデューサ」及び「トランスデューサ」は、超音
波イメージング技術の分野の技術者が理解する通常の意味を有することができ、限定され
るものではないが、電気信号を超音波信号に変換することができ、かつ/又は逆も同様に
行うことができる任意の1つの構成要素を指すこともある。例えば、一部の実施態様では
、超音波トランスデューサは、圧電素子を含み得る。他の実施態様では、超音波トランス
デューサは、容量性微細加工超音波トランスデューサ（CMUT）を含み得る。
【００４１】
　トランスデューサは、多数の個々のトランスデューサ素子のアレイに構成される場合が
多い。本明細書で使用される「トランスデューサアレイ」又は「アレイ」という語は、一
般に、共通の支持プレートに取り付けられたトランスデューサ素子の集合体を指す。この
ようなアレイは、1次元（1D）、2次元（2D)、1.X次元（1.XD）、又は3次元（3D）を有し
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得る。当業者に理解される他の次元のアレイも使用することができる。環状アレイ、例え
ば、同心円アレイ及び楕円アレイも使用することができる。トランスデューサアレイの素
子は、アレイの最も小さい別個に機能する構成要素であり得る。例えば、圧電トランスデ
ューサ素子のアレイの場合には、各素子は、単一の圧電結晶、又は圧電結晶の単一の機械
加工ブロックとすることができる。
【００４２】
　本明細書で使用される「送信素子」及び「受信素子」という語は、超音波イメージング
技術の分野の技術者が理解する通常の意味を有し得る。「送信素子」という語は、限定さ
れるものではないが、電気信号が超音波信号に変換される送信機能を少なくとも瞬間的に
果たす超音波トランスデューサ素子を指すこともある。同様に、「受信素子」という語は
、限定されるものではないが、該素子に衝当する超音波信号を電気信号に変換する受信機
能を少なくとも瞬間的に果たす超音波トランスデューサ素子を指すこともある。超音波の
媒体への送信は、本明細書では「超音波照射」と呼ばれることもある。超音波を反射する
物体又は構造は、「反射体」又は「散乱体」と呼ばれることもある。
【００４３】
　本明細書で使用される「開口」という語は、超音波信号を送信し、かつ/又は受信する
ことができる概念的な「開口部」を指し得る。実際の実施では、開口は、単に、1つのト
ランスデューサ素子、又はイメージング制御電子機器によって共通の群としてまとめて管
理されるトランスデューサ素子群である。例えば、一部の実施態様では、開口は、隣接す
る開口の素子から物理的に分離することができる物理的な素子群とすることができる。し
かしながら、隣接する開口は、必ずしも物理的に分離する必要はない。
【００４４】
　本明細書で使用される「受信開口」、「超音波照射開口」、及び/又は「送信開口」と
いう語は、所望の物理的視点又は開口から所望の送信機能又は受信機能を果たす個々の素
子、アレイ内の素子群、又は共通のハウジング内のアレイ全体を指すために使用されるこ
とに留意されたい。一部の実施態様では、このような送信開口及び受信開口は、専用の機
能を有する物理的に別個の構成要素として形成することができる。他の実施態様では、任
意の数の送信開口及び/又は受信開口を、必要に応じて、動的かつ電子的に定義すること
ができる。他の実施態様では、多数開口超音波イメージングシステムは、専用の機能の開
口と動的機能の開口との組み合わせを使用することができる。
【００４５】
　本明細書で使用される「全開口」という語は、全てのイメージング開口の全積算サイズ
を指す。言い換えれば、「全開口」という語は、特定のイメージングサイクルに使用され
る送信素子及び/又は受信素子の任意の組み合わせにおける最も遠いトランスデューサ素
子間の最大距離によって決定される1つ以上の寸法を指すこともある。従って、全開口は
、特定のサイクルで送信開口又は受信開口として指定される任意の数のサブ開口から構成
される。単一開口イメージング構成の場合は、全開口、サブ開口、送信開口、及び受信開
口は、全て同じ寸法を有する。多数アレイプローブの場合は、全開口の寸法は、全てのア
レイの寸法の合計を含み得る。
【００４６】
　一部の実施態様では、2つの開口が、連続アレイ上に互いに隣接して位置し得る。なお
他の実施態様では、2つの開口は、少なくとも1つの素子が2つの別個の開口の一部として
機能するように、連続アレイ上に互いに重ね合わせることができる。開口の位置、機能、
素子の数、及び開口の物理的サイズを、特定の適用例に必要な任意の方式で動的に決定す
ることができる。特定の適用例のこれらのパラメータに対する制約が以下に示され、かつ
/又は、このような制約は当業者には明白であろう。
【００４７】
　本明細書で説明される素子及びアレイは、多機能であっても良い。すなわち、ある時点
でのトランスデューサ素子又はアレイの送信機としての指定は、次の時点でのこれらの受
信機としての即時の再指定を排除するものではない。さらに、本明細書の制御システムの
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実施態様は、このような指定を、ユーザーの入力、プリセットスキャン、プリセット分解
能基準、又は他の自動的に決定される基準に基づいて電子的に行う能力を有する。
【００４８】
　本明細書で使用される「点源送信」又は「ピング」という語は、1つの空間位置からの
送信超音波エネルギーの媒体への導入を指すこともある。これは、1つの超音波トランス
デューサ素子、又は1つの送信開口として一緒に送信する隣接するトランスデューサ素子
の組み合わせを用いて達成することができる。点源送信開口からの1回の送信を、均一な
球形波面に、又は2Dスライスを画像化する場合には該2Dスライス内の均一な円形波面に近
づける。場合によっては、点源送信開口からの円形又は球形の波面の1回の送信は、本明
細書では「ピング」又は「点源パルス」と呼ばれることもある。
【００４９】
　本明細書で使用される「画素解像度（pixel resolution）」という熟語は、画像におけ
る画素数の尺度を意味し、2つの正の整数で表すことができ、最初の整数が、画素列の数
（画像幅）を指し、次の整数が、画素行の数（画像高さ）を指す。あるいは、画素解像度
は、全画素数（例えば、行の数と列の数の積）、単位長さあたりの画素数、単位面積当た
りの画素数で表すことができる。本明細書で使用される「画素解像度」は、画像で見るこ
とができる詳細度を指す用語「分解能（resolution）」の他の使用とは区別される。例え
ば、「方位分解能」は、超音波画像平面の画像を画素からなるデジタル画像としてどのよ
うに表すかに関係なく、このような平面の水平軸に沿った識別できる詳細度を指し得る。
【００５０】
（ピングベース超音波イメージング）
　様々な実施態様では、ピングベース超音波イメージングとも呼ばれる点源送信超音波イ
メージングは、従来のスキャンラインベースイメージングよりもいくつかの優れた点を有
する。点源送信は、指向性スキャンラインに沿ってトランスデューサ素子アレイから特定
の方向にエネルギーを集束させる「フェーズドアレイ送信」とは空間特性が異なる。非集
束点源パルス（ピング）を、スキャニング平面に円形（又は球形）波面を形成するように
送信することができ、これにより可能な限り広い面積を超音波照射することができる。目
的の領域にある散乱体からのエコーは、受信開口の全ての素子に戻ることになる。これら
のエコー信号をフィルタリングし、増幅し、デジタル化し、そして短期又は長期メモリ（
特定のシステムの要求又は性能によって決まる）に保存することができる。
【００５１】
　次いで、画像を、点源から送信される波面が目的の領域で物理的に円形であると仮定す
ることによって受信エコーから再構築することができる。実際は、波面はまた、スキャニ
ング平面に垂直な方向にある程度は進入する（即ち、ある程度のエネルギーが、所望の2
次元スキャニング平面に垂直な次元に本質的に「漏れ」、有効な画像への到達が減少し得
る）。加えて、「円形」波面は、実際には、変換する物質のユニークな軸外特性に従って
トランスデューサの前面の先の半円又は円の180度未満の部分に限定され得る。同様に、3
次元の「球形」波面を送信する場合は、このような波面は、実際は、使用される送信素子
（複数可）の特徴によって半球又は半球未満の形状を有し得る。
【００５２】
　受信エコーから画像を形成するプロセスは、一般に、本明細書では「ビーム形成」と呼
ばれる。ピングベースイメージングでは、ビーム形成は、一般に、各受信エコーサンプル
の画素表示位置を決定することを含み得る。各ピングが、画像化される領域全体を超音波
照射するため、（ぼやけているが）「完全な」画像を、1つのトランスデューサ素子のエ
コーで形成することができる。1つの受信トランスデューサ素子によって受信されるエコ
ーから形成することができる画像は、サブ画像と呼ぶこともある。複数のトランスデュー
サ素子で受信されるエコーから形成されるサブ画像を組み合わせることによって画質を改
善することができる。トランスデューサ素子は、「開口」にグループ分けすることができ
、共通の開口の素子からのサブ画像を組み合わせて画像層を形成することができる。
【００５３】
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　ソフトウェアベース又はハードウェアベースの動的ビーム形成技術を用いてピングベー
スエコーのビーム形成を行うことができ、この技術では、ビームフォーマの焦点を連続的
に変化させて、画像化されるべき特定の画素の位置に集束させることができる。このよう
なビームフォーマを使用して、点源パルスからの、受信したエコーの位置をプロットする
ことができる。一部の実施態様では、動的ビームフォーマは、送信機から個々の受信トラ
ンスデューサ素子までの信号の往復時間に基づいて各エコー信号の軌跡をプロットするこ
とができる。
【００５４】
　1つの反射体の軌跡は、送信トランスデューサ素子（複数可）の位置に第1の焦点を有し
、かつ受信トランスデューサ素子の位置に第2の焦点を有する楕円上にある。いくつかの
他の可能な反射体が同じ楕円上に存在するが、同じ反射体のエコーは、受信開口の他の各
受信トランスデューサ素子によっても受信される。各受信トランスデューサ素子の僅かに
異なる位置は、各受信素子が、所与の反射体に対してやや異なる楕円を画定することを意
味する。共通の受信開口の全ての素子の楕円をコヒーレント加算することによる結果の累
積は、反射体の楕円の交差、従って、反射体を表す画素を表示する点に向かって収束する
ことを示す。従って、任意の数の受信素子によって受信されるエコーの振幅を各画素値に
組み合わせることができる。他の実施態様では、実質的に同じ画像に到達するように計算
を異なる方式で行うことができる。
【００５５】
　別個の受信素子によって受信されるエコー信号の組み合わせに様々なアルゴリズムを使
用することができる。例えば、一部の実施態様は、エコー信号を個々に処理し、各エコー
信号をその楕円に沿った全ての可能な位置にプロットし、次いで、次のエコー信号に進む
ことができる。あるいは、各画素位置を個々に処理し、次の画素位置に進む前にその画素
位置に寄与する可能性がある全てのエコーを特定して処理することができる。
【００５６】
　同じ又は異なる点源（又は多数の異なる点源）から送信される、1つ以上の後の送信ピ
ングからビームフォーマによって形成される画像を組み合わせることによって、画質をさ
らに改善することができる。2つ以上の受信開口によって形成される画像を組み合わせる
ことによって、画質のなおさらなる改善を達成することができる。別個にビーム形成され
た画像を組み合わせるプロセスは、一般に、本明細書では画像層の組み合わせと呼ぶこと
もある。多数開口超音波プローブの多数の別個の開口で受信されるエコーからの画像を組
み合わせることにより、画質をさらに改善することができる。
【００５７】
　一部の実施態様では、ピングベース多数開口イメージングは、第1の送信開口から点源
ピングを送信して、2つ以上の受信開口の素子でエコーを受信することによって行うこと
ができ、この受信開口の1つ以上は、送信開口の一部又は全ての素子を含み得る。画像は
、ピング送信とエコーの受信との間の遅延時間、音速、及び送信トランスデューサ素子と
受信トランスデューサ素子との相対位置に基づいて散乱体の位置を三角測量することによ
って形成することができる。結果として、超音波照射された領域全体のサブ画像を、各受
信素子によって受信された各送信ピングのエコーから形成することができる。1つの受信
開口にグループ分けされた多数の素子によって受信されたエコーからのサブ画像を組み合
わせることにより、交差する楕円に関連して上記説明された改善をもたらすことができる
。
【００５８】
　一部の実施態様では、1つの時間領域フレームは、1つの送信ピングからの、2つ以上の
受信開口で受信されるエコーから形成される画像を組み合わせることによって形成するこ
とができる。他の実施態様では、1つの時間領域フレームは、2つ以上の送信ピングからの
、1つ以上の受信開口で受信されるエコーから形成される画像を組み合わせることによっ
て形成することができる。一部のこのような実施態様では、多数の送信ピングは、異なる
送信開口を起源とし得る。図1は、3アレイ多数開口超音波イメージングプローブ10及び格
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子として表されている、画像化される目的の領域20の一実施態様を例示している。プロー
ブ10は、「n」、「j」、及び「k」（本明細書では簡略化して参照符号Ln、Lj、及びLkで
示すこともある）と付された3つ送信開口を有し得る左トランスデューサアレイ12を備え
て示されている。右トランスデューサアレイ14も、「n」、「j」、及び「k」（本明細書
では簡略化して参照符号Rn、Rj、及びRkで示すこともある）と付された3つ送信開口を有
し得る。左トランスデューサアレイ12の一部又は全ての素子は、左受信開口13として指定
することもできる。同様に、右トランスデューサアレイ14の一部又は全ての素子は、右受
信開口15として指定することもできる。これらの左アレイ及び右アレイに加えて、多数開
口超音波プローブ10は、中心トランスデューサアレイ16を備えることができ、該トランス
デューサアレイ16は、「n」、「j」、及び「k」（本明細書では簡略化して参照符号Cn、C
j、及びCkで示すこともある）と付された3つ送信開口を備えることができる。中心トラン
スデューサアレイ16の一部又は全ての素子は、中心受信開口17として指定することもでき
る。3つの開口はそれぞれ、1次元、2次元、又は3次元において、互いに離間させることが
できる任意の数のトランスデューサ素子を含み得ることを理解されたい。
【００５９】
　他の実施態様では、その他の多数開口超音波イメージングプローブを、以下に説明され
るシステム及び方法と共に使用することができる。
【００６０】
　一部の実施態様では、受信開口の幅は、散乱体から受信開口の各素子までのどの経路で
も音速が同じであるという仮定によって限定することができる。十分に狭い受信開口では
、この仮定の単純化は許容範囲である。しかしながら、受信開口の幅が広くなると、変曲
点に達し（本明細書では「最大コヒーレント開口幅」、「最大コヒーレント幅」、又は「
コヒーレント幅」と呼ばれる）、エコーの戻り経路が、音速が異なる様々な種類の組織を
通過しなければならない。この差異が180度に達する位相シフトとなると、最大コヒーレ
ント受信開口幅を超える追加の受信素子は、画像を向上させるのではなく、実際には画像
を劣化させることになる。
【００６１】
　従って、最大コヒーレント幅よりも広い全開口幅を有する広幅プローブを使用するため
に、全プローブ幅を、多数の開口に物理的又は理論的に分割することができ、分割される
各開口は、意図するイメージングの適用例の最大コヒーレント開口幅よりも狭い幅に限定
して、受信信号の位相相殺を回避する十分に小さい大きさにすることができる。最大コヒ
ーレント幅は、患者によって、及び同じ患者でもプローブ位置によって異なり得る。一部
の実施態様では、所与のイメージング計画に妥当な幅を決定することができる。他の実施
態様では、多数開口超音波イメージング制御システムを、動的アルゴリズムを用いて構成
して、多数開口の利用可能な素子を、著しい位相相殺を回避するために十分に小さい群に
さらに分割することができる。
【００６２】
　一部の実施態様では、最大コヒーレント幅よりも狭い幅の開口に素子をグループ分けす
るときに、さらなるデザインの制約を満たすことが困難になる、又は不可能になるであろ
う。例えば、非常に狭い領域に対して物質の種類が多すぎると、最大コヒーレント幅より
も十分に小さい開口を形成することは実現困難であろう。同様に、システムが、かなりの
深さで非常に小さい標的を画像化するようにデザインされると、最大コヒーレント幅より
も幅の広い開口が必要になり得る。このような場合、最大コヒーレント幅よりも幅の広い
受信開口は、異なる経路に沿った音速の差異を考慮するためにさらなる調整又は補正を行
うことができるようにすることにより達成することができる。このような音速の調整の一
部の例が本明細書に記載されているが、他の方法も知られている。
【００６３】
（画像層の組み合わせ）
　上記説明されたように、多数の画像層を組み合わせて、最終組み合わせ画像の全体の質
を改善することができる。一部の実施態様では、画像層の数は、受信開口の数と送信開口
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の数との積とすることができる（この場合、「送信開口」は、1つの送信素子又は一群の
送信素子とすることができる）。他の実施態様では、同じピングイメージングプロセスも
、1つの受信開口を用いて行うことができる。一部の実施態様では、ある画像層の組み合
わせは、ビーム形成の前に行うことができる。このような実施態様では、エコーの2つ以
上のセットを（以下に説明されるように）コヒーレント又はインコヒーレントに組み合わ
せることができ、ビーム形成プロセスは、このような組み合わせの結果を使用して行うこ
とができる。このようなビーム形成前の画像層の組み合わせを使用して、共通の受信開口
の多数の素子によって受信されたエコーから形成することができるサブ画像に対応するエ
コーデータを組み合わせることができる。あるいは、このようなビーム形成前の画像層の
組み合わせを使用して、1つの受信素子によって受信される同相及び直角位相エコーデー
タから形成することができるサブ画像に対応するエコーデータを組み合わせることができ
る。
【００６４】
　図1に関連した一実施態様では、第1の画像層（例えば、格子20の全て点を表す、又は格
子20の一部のみを表す）は、第1のピングを第1の送信開口Lnから送信し、左受信開口13の
素子で該第1のピングのエコーを受信し、そして左受信開口13の各素子によって受信され
るエコーから形成されるサブ画像を組み合わせることによって形成することができる。一
部の実施態様では、サブ画像をコヒーレントに組み合わせて画像層を形成することができ
る。第2の画像層は、右受信開口15の素子で受信する第1のピングのエコーから同様に形成
することができる。第3及び第4の画像層は、第2の送信開口Ljから第2のピングを送信し、
そして左受信開口13の素子及び右受信開口15の素子で第2のピングのエコーを受信するこ
とによって同様に形成することができる。一部の実施態様では、次いで、4つ全ての画像
層を組み合わせて1つの時間領域画像フレームを形成することができる。他の実施態様で
は、1つの時間領域画像フレームは、任意の数の受信開口で受信するエコー及び/又は任意
の数の送信開口によって送信される任意の数のピングから得ることができる。次いで、時
間領域画像フレームを、連続動画としてディスプレイ画面上に連続的に表示することがで
きる。静止画も、任意の上記の技術を用いて画像層を組み合わせることによって形成する
ことができる。
【００６５】
　ディスプレイ画面及び該ディスプレイ画面上に表示される画像は、一般に、画素の格子
に分割することができる。場合によっては、画素は、ディスプレイ画面の最も小さい個々
に制御可能な領域である。画像画素と表示画素との間の関係は、一般に、当分野で十分に
理解されるため、本明細書では説明しない。ここでの説明のために、図面に示されている
格子20の正方形のます目を画素と呼ぶことにする。本明細書の多くの実施態様では、画素
の群をまとめて、共通の群として取り扱うことができる。従って、「画素」という語の使
用は、どの特定のサイズにも限定されるものではなく、画像の離散セクションを説明する
ための便利な語として使用される。
【００６６】
　特段の記載がない限り、図1の格子20は、表示画素の格子、及び画像化される物体の目
的の領域（「ROI」）内の対応する点の格子を同時に表している。「ROI点」という語は、
本明細書では、プローブに対して固定位置でスキャン平面（又は3Dスキャン体積）内の点
を説明するために使用される。以下の説明から明らかになるように、ROI点は、必ずしも
常に画素位置に直接相関するものではない。例えば、画像が、小さい領域30を表すために
「ズームイン」すると、表示画素の格子20は、目的の領域のズーム領域30内の点のみに対
応することになる。しかしながら、どのズームレベルでも、所与の画像画素によって表さ
れるROI点の物理的な位置を高精度で（プローブに対して）決定することができる。
【００６７】
　点源送信イメージング技術を用いる多数開口プローブでは、各画像画素は、受信エコー
データをビーム形成して、多数の送信開口のそれぞれから送信され、多数の受信開口のそ
れぞれで受信されるエコーからの情報を組み合わせることによって構築することができる
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。ピングベース多数開口イメージングの一部の実施態様では、受信ビーム形成は、検査さ
れる物体の散乱体によって戻され、受信トランスデューサ素子によって受信される時間遅
延エコーを加算することによって再構成画像の画素を形成することを含み得る。このよう
なエコーに対応する時間遅延は、プローブ素子の幾何学的形状に基づいた画素位置（即ち
、各素子の共通座標系に対する位置）及び画像化される媒体を通る音速の仮定値に相関し
得る。重要な検討事項は、加算がコヒーレント（位相感受性）であるか、又はインコヒー
レント（位相情報を考慮しない、信号の大きさの加算）であるかである。一般に、共通の
受信開口にグループ分けされる2つ以上の個々の受信素子によって受信されるエコーから
形成されるサブ画像は、コヒーレント加算を用いて組み合わせることができる。
【００６８】
　多数の送信ピングから得られる画像層の加算は、コヒーレント加算、インコヒーレント
加算、又はこれらの組み合わせによって達成することができる。コヒーレント加算（大き
さの加算中に位相情報を保持する）は、方位分解能を最大化する傾向にある一方、インコ
ヒーレント加算（位相情報を考慮しないで、信号の大きさを加算する）は、スペックルノ
イズを低減すると共に、画像化される媒体を通る音速のわずかな変動によって引き起こさ
れ得る画像層の不整合誤差の影響を最小限にする傾向にある。各画像層がそれ自体の独立
したスペックルパターンを形成する傾向にあるため、スペックルノイズは、インコヒーレ
ント加算によって減少し、該パターンのインコヒーレントな加算は、これらのスペックル
パターンを平均化する効果を有する；一方、パターンがコヒーレントに加算されると、1
つの強いスペックルパターンが生じるだけである。
【００６９】
　音速の変動は、波長の僅か半分の遅延をもたらす音速の変動を伴う2つの画素のコヒー
レントな加算は破壊的な位相相殺をもたらし得るが；これらの画素がインコヒーレントに
加算されると、同等又はそれ以上の遅延でも、画像層の歪みがほんの僅かであるため、イ
ンコヒーレント加算によって許容される。このような画像層の加算は、最終画像のある程
度の平滑化をもたらし得る（一部の実施態様では、このような平滑化は、画像をより見や
すくするために意図的に加えることができる）。
【００７０】
　画像層の組み合わせを、コヒーレント加算かインコヒーレント加算かの決定を行うこと
ができるように3つの画像層のレベルについて説明することができる。これらの3つのケー
スは、第1のレベルの画像層、第2のレベルの画像層、及び第3のレベルの画像層を含む。
（1）第1のレベルの画像層は、1つの送信開口からの1つのピングから得られる1つの受信
開口で受信するエコーから形成することができる。1つのピングと1つの受信開口とのユニ
ークな組み合わせの場合は、受信開口の全ての受信素子によって受信されるエコーからの
サブ画像を加算して、第1のレベルの画像層を得ることができる。（2）1つの受信開口で
受信される多数の送信ピング（同じ又は異なる送信開口からの）のエコーから得られる多
数の第1のレベルの画像層を一緒に加算して、第2のレベルの画像層を形成することができ
る。第2のレベルの画像層は、整合又は他の画像の特性を改善する追加処理によってさら
に改善することができる。（3）第3のレベルの画像は、多数の様々な受信開口からのデー
タで形成される第2のレベルの画像層を組み合わせることによって得ることができる。一
部の実施態様では、第3のレベルの画像は、連続時間領域フレームとして表示して動画を
形成することができる。
【００７１】
　3つ全ての画像層のレベルにおいて、プローブ素子のジオメトリが所望の精度であるこ
とが分かっていて、全ての経路に亘って実質的に一定の音速であるという仮定が有効であ
る場合は、コヒーレント加算は、多数開口システムの最大の方位分解能を実現し得る。同
様に、全ての画像層のレベルにおいて、インコヒーレント加算は、スペックルノイズの最
適な平均化を実現し、かつ画像化される媒体を通る音速の僅かな変動を許容する。
【００７２】
　一部の実施態様では、コヒーレント加算は、位相相殺が問題となる可能性が低い開口か
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ら得られる画像層を組み合わせるために使用することができ、一方、インコヒーレント加
算は、位相相殺が問題を発生させる可能性が高い場合、例えば、2つの受信開口の全開口
が所要のイメージングの適用例のコヒーレント幅を超えるようにするのに十分な距離だけ
離間した異なる受信開口で受信されるエコーから形成される画像を組み合わせる場合に使
用することができる。
【００７３】
　一部の実施態様では、全ての第1のレベルの画像は、使用される受信開口が最大コヒー
レント開口幅よりも狭い幅を有するように選択されると仮定して、コヒーレント加算を用
いることによって形成することができる。第2及び第3のレベルの画像層の場合は、コヒー
レント加算とインコヒーレント加算の多数の組み合わせが可能である。例えば、一部の実
施態様では、第2のレベル画像層は、寄与する第1のレベルの画像層のコヒーレント加算に
よって形成することができ、一方、第3のレベルの画像層は、寄与する第2のレベルの画像
層のインコヒーレント加算によって形成することができる。
【００７４】
　他の実施態様では、コヒーレント加算とインコヒーレント加算の組み合わせを用いて様
々なアルゴリズムのいずれかによって画像層を組み合わせることが望ましいであろう。一
部の実施態様では、画像制御システムは、特定のイメージング用途用にデザインすること
ができる複数の選択可能な事前プログラム加算アルゴリズムを保存するように構成するこ
とができる。一部の実施態様では、このような保存された加算アルゴリズムは、例えば、
手動ユーザーインターフェイス制御装置を操作することによって手動で選択可能とするこ
とができる。あるいは、このような保存された加算アルゴリズムは、制御システムに利用
可能な他のデータ又は情報に基づいて自動的に選択可能とすることができる。
【００７５】
　例えば、一部の実施態様では、代替のアルゴリズムは、第2のレベル及び第3のレベルの
画像層の全てを、コヒーレント加算によって形成することを含み得る。別の実施態様では
、第2のレベル及び/又は第3のレベルの画像層の全てを、インコヒーレント加算によって
形成することができる。さらなる実施態様では、第2のレベルの画像の選択された組み合
わせのみをコヒーレントに組み合わせて第3のレベルの画像を形成することができる。他
の実施態様では、第1のレベルの画像層の選択された組み合わせのみをコヒーレントに組
み合わせて第2のレベルの画像層を形成することができる。
【００７６】
　一部の実施態様では、第1のレベルの画像層は、各受信開口素子の同相及び直角位相の
エコーデータを加算する（即ち、各エコーに4分の1波長遅延したエコーを加算する）こと
によって形成することもできる。殆どの実施態様では、1つの受信開口の素子によって受
信されるエコーは、典型的にはコヒーレントに組み合わせられる。一部の実施態様では、
受信開口の数及び/又は各受信開口のサイズを、画質測定基準、例えば、方位分解能、音
速の変動の許容範囲、スペックルノイズの低減などのある所望の組み合わせを最大にする
ために変更することができる。一部の実施態様では、このような代替の素子を開口にグル
ープ分けする構成は、使用者によって選択可能であり得る。他の実施態様では、このよう
な構成は、イメージングシステムによって自動的に選択又は形成することができる。
【００７７】
　（任意のレベルの）画像層が、サブ画像又は低レベルからの画像層のインコヒーレント
加算によって形成されると、低レベル画像及び組み合わせ画像層からの全ての位相情報が
永遠に失われる。従って、インコヒーレント加算によって形成された画像層を用いるどの
後続の画像層も、それら自体がインコヒーレントに組み合わせる必要がある。従って、一
部の実施態様では、位相情報は、画像層組み合わせプロセスで望まれる限り保持すること
ができる。
【００７８】
　上述のように、平均音速値は、典型的には、送信時間と受信時間との間の時間遅延に基
づいて目的の領域内の特定の点の位置及び対応する画素を決定するためにビーム形成中に
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仮定する。人間の軟組織では、音速は、典型的には約1540 m/秒と仮定される。しかしな
がら、音速は、患者によって、及び同じ患者でも軟組織の種類によって10％以上も変動す
ることが知られている。仮定の音速値と特定の散乱体の経路の実際の音速値との間の差異
は、ビーム形成中に一時的な誤差を生じさせ、これにより画像がぼやけることがある。従
って、一部の実施態様では、多数開口超音波イメージングシステムは、一部又は全ての散
乱体の経路に対する仮定の音速値の自動調整及び/又は手動調整を可能にするように構成
することができる。
【００７９】
　一部の実施態様では、多数開口イメージングシステムは、全ての散乱体の経路（即ち、
送信開口と受信開口の全ての組み合わせ）のビーム形成に使用される仮定の音速値を増減
させる「粗」音速調整装置を備えることができる。場合によっては、このような調整装置
は、単一開口超音波イメージングシステムに設けることもできる。粗音速調整装置は、シ
ステムが使用者に許容可能な結果を出すまで超音波検査者又は他の使用者が仮定の音速値
を直接増減できるように手動（例えば、ダイアル、スライダ、又はその他の物理的もしく
は仮想上のユーザーインターフェイス装置）とすることができる。他の実施態様では、「
粗」音速調整装置は、イメージング制御システムによって自動的に制御することができる
。従って、粗音速調整装置は、全ての画像層に対して1回の調整を行うことができる。
【００８０】
　「微」音速調整装置の様々な実施態様も提供することができる。一部の実施態様では、
微音速調整装置は、1つの受信開口に対して仮定の音速値を調整するように構成すること
ができる。他の実施態様では、微音速調整装置は、1つの送信開口に対して仮定の音速値
を調整するように構成することができる。さらなる実施態様では、微音速調整装置は、送
信開口と受信開口の1つ以上の特定の組み合わせに対して仮定の音速値を調整するように
構成することができる。従って、微音速制御装置は、特定の第1のレベル又は第2のレベル
の画像層に対して効果的に調整を行うように構成することができる。粗音速調整装置と同
様に、微音速調整装置は、手動、自動、又はこれらの組み合わせとすることができる。
【００８１】
　一部の実施態様では、粗音速調整は、使用者が手動で行うことができ、微音速調整は、
超音波イメージング制御システムによって自動的に行うことができる。他の実施態様では
、粗音速調整及び微音速調整は共に、自動的に制御することができる。一部の実施態様で
は、超音波イメージング制御システムは、得られる画像（又は複数の画像）の所望の画質
測定基準（例えば、縁又は点の鮮明さ、最大コントラスト、最大ダイナミックレンジなど
）が閾値を超えるまで、様々な粗音速値及び/又は微音速値を評価するように構成するこ
とができる。あるいは、その他の「自動焦点」アルゴリズムを適用して、画質測定基準が
改善される、又は最適化されるまで音速値を調整することができる。例えば、様々な誤差
を最小限にする任意の最適化プロセスを使用することができる。
【００８２】
（生データメモリアーキテクチャを備えた超音波システム）
　図3は、超音波イメージングシステムの一部の実施態様に含めることができる構成要素
を例示するブロック図である。図3のブロック図は、いくつかのサブシステム：送信制御
サブシステム204、プローブサブシステム202、受信サブシステム210、画像形成サブシス
テム230、及びビデオサブシステム240を含む。ほとんどの超音波システムとは異なり、図
3のシステムは、後に取り出して処理するためにビーム形成されていない生エコーデータ
を保存するように構成されたメモリ装置を提供する。
【００８３】
　本明細書で使用される「エコーデータ」、「生エコーデータ」、及び「生データ」とい
う熟語は、ビーム形成の前に任意の処理レベルで受信超音波エコーを表す保存されたエコ
ー情報（RXデータ）を指すこともある。様々な実施態様では、受信エコーデータは、きれ
いなアナログエコー信号が完全に処理されたデジタル画像又はさらにはデジタルビデオに
なるまでの様々な段階で保存することができる。例えば、きれいな生のアナログ信号は、
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アナログ記録媒体、例えば、アナログ磁気テープを用いて保存することができる。僅かに
高いレベルの処理で、デジタルデータを、アナログ信号がアナログ/デジタル変換器を通
過した直後に保存することができる。さらなる増分処理、例えば、バンドパスフィルタリ
ング、補間、ダウンサンプリング、アップサンプリング、他のフィルタリングなどをデジ
タルエコーデータに対して行って、「生」出力データを、このような追加のフィルタリン
グ又は処理ステップの後で保存することができる。次いで、このような生データをビーム
形成して各受信エコーの画素位置を決定し、これにより画像を形成することができる。個
々の静止画をフレームとして組み合わせて動画ビデオを作成することができる。本明細書
で説明されるシステム及び方法の一部の実施態様では、ほんの少しの処理を行った後（例
えば、デジタルエコーデータのあるフィルタリング及び調整の後であるが、一切のビーム
形成又は画像処理を行う前）にデジタルエコーデータを保存することが望ましいであろう
。一部の超音波システムは、ビーム形成されたエコーデータ又は完全に処理された画像デ
ータを保存する。
【００８４】
　受信エコーデータに加えて、エコーデータの特定のセットを生成した1つ以上の超音波
送信信号についての情報を保存することも望ましいであろう。例えば、上記説明された多
数開口ピング超音波法で画像化する場合、エコーの特定のセットを生成した送信ピングに
ついての情報を知ることが望ましい。このような情報は、1つ以上の送信素子の識別及び/
又は位置、並びに送信超音波信号の周波数、振幅（大きさ）、パルス長（継続期間）、波
形（形状）、又は該信号を表す他の情報を含み得る。送信データは、本明細書ではまとめ
て「TXデータ」と呼ぶこともある。一部の実施態様では、このようなTXデータは、生エコ
ーデータが保存される同じ生データメモリ装置に明示的に保存することができる。例えば
、送信信号を表すTXデータは、送信信号によって生エコーデータのセットが生成される前
はヘッダーとして、生エコーデータのセットが生成された後はフッターとして保存するこ
とができる。他の実施態様では、TXデータは、ビーム形成プロセスを行っているシステム
もアクセス可能な別個のメモリ装置に明示的に保存することができる。送信データが明示
的に保存される実施態様では、「生エコーデータ」又は「生データ」という熟語は、この
ように明示的に保存されたTXデータも含み得る。
【００８５】
　TXデータは、黙示的に保存することもできる。例えば、イメージングシステムが、矛盾
しない又は既知の順序で矛盾なく定義された超音波信号（例えば、矛盾しない振幅、波形
、周波数、パルス長など）を送信するように構成されている場合は、ビーム形成プロセス
中にこのような情報を仮定することができる。このような場合、エコーデータに関連させ
る必要がある情報は、送信トランスデューサ（複数可）の位置（又は識別）のみである。
一部の実施態様では、このような情報は、生データメモリ内の生エコーデータの編成に基
づいて黙示的に保存し、取り出すことができる。
【００８６】
　例えば、システムは、各ピングの後に一定数のエコー記録を保存するように構成するこ
とができる。このような実施態様では、第1のピングからのエコーを、メモリ位置0～「n
」（「n」は各ピングについて保存される記録数）で保存することができ、第2のピングか
らのエコーを、メモリ位置n＋1～2n＋1に保存することができる。他の実施態様では、1つ
以上の空の記録又は特別に符号化された記録を、エコーのセット間に残すことができる。
一部の実施態様では、受信エコーデータは、送信ピングと受信エコーデータ点（又はエコ
ーの群）との間の関係を暗示するために、様々なメモリインターリービング技術を用いて
保存すことができる。一般に、1つの受信素子によって受信される1つの送信ピングのエコ
ーに対応するエコー記録の集合体は、本明細書では1つの「エコーストリング」と呼ばれ
ることもある。完全なエコーストリングは、受信素子によって受信される1つのピングの
全てのエコーを指すことができ、部分ストリングは、受信素子によって受信される1つの
ピングの全てのエコーのサブセットを指し得る。
【００８７】



(17) JP 6306012 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

　同様に、仮定データが、矛盾しない既知のサンプリングレートでサンプリングされると
すると、各エコーデータ点が受信された時間は、メモリ内のそのデータ点の位置から推測
することができる。一部の実施態様では、同じ技術を使用して、多数の受信チャネルから
のデータを1つの生データメモリ装置に黙示的に保存することもできる。
【００８８】
　他の実施態様では、エコーデータを取り出すシステムが、どのエコー信号がどの受信ト
ランスデューサ素子及び送信ピングに対応するかを決定できるとすると、生データメモリ
装置220に保存された生エコーデータを、所望に応じて任意の構造にすることができる。
一部の実施態様では、各受信トランスデューサ素子の位置を表す位置データを、その同じ
素子によって受信されるエコーデータに関連付けることができる情報と共に校正メモリ装
置238に保存することができる。同様に、各送信トランスデューサ素子の位置を表す位置
データを、各送信ピングを表すTXデータに関連付けることができる情報と共に校正メモリ
装置238に保存することができる。
【００８９】
　一部の実施態様では、生データメモリ装置220内の各エコーストリングは、エコーを受
信した受信トランスデューサ素子の位置を表す位置データ、及びエコーを生成するピング
を送信した送信開口の1つ以上の送信素子の位置を表すデータに関連付けることができる
。各エコーストリングも、送信ピングの特徴を表すTXデータに関連付けることができる。
このような関連付けは、任意の適切なデータ構造を用いて行うことができる。
【００９０】
　図3に示されているように、超音波イメージングシステム200は、複数の個々の超音波ト
ランスデューサ素子を含み得る超音波プローブ202を備えることができ、これらの超音波
トランスデューサ素子の一部を送信素子として指定し、残りを受信素子として指定するこ
とができる。一部の実施態様では、各プローブトランスデューサ素子は、超音波振動を時
変電気信号に変換することができ、逆も同様である。一部の実施態様では、プローブ202
は、任意の数の超音波トランスデューサアレイをあらゆる所望の構成で備え得る。本明細
書で説明されるシステム及び方法に関連して使用されるプローブ202は、単一開口プロー
ブ及び多数開口プローブを含め、所望に応じて任意の構成とすることができる。
【００９１】
　プローブ202の素子からの超音波信号の送信は、送信制御装置204によって制御すること
ができる。ピングベースイメージングシステムでは、超音波信号は、領域を可能な限り幅
広く超音波照射するように選択された特性を有する区別できる非集束ピングとして送信す
ることができる。従って、各送信ピングの特徴は制御することができる。このような特徴
として、周波数、振幅、パルス長、及び波形（形状）などを挙げることができる。一部の
実施態様では、イメージングセッション中に送信される全てのピングは、実質的に同じ特
徴を有することができるが、一部を、異なる送信開口から送信することができる。一部の
実施態様では、
【００９２】
　一部の実施態様では、ピング繰り返し周波数（即ち、単位時間当たりの送信ピング数）
が往復移動時間（即ち、超音波が、送信トランスデューサから、該トランスデューサから
所望の距離にある反射体まで移動するのに必要な時間に、エコーが反射体から同じ又は異
なる経路に沿って受信トランスデューサに戻る時間を加えた値）の逆数に等しい場合に、
ピングベースイメージング技術を用いるイメージングシステムの最大フレームレートに達
し得る。
【００９３】
　一部の実施態様では、第1のピングの全てのエコーが受信される前に第2のピングを送信
することが望ましく、このようなケースは、「重複ピング」と呼ぶことができる。重複ピ
ングの送信は、イメージング、例えば、ドップラーイメージング又は非常に高いフレーム
レートのイメージングの場合に望ましく、このようなイメージングでは、通常なら可能で
ある、画像化される媒体中の音波の往復移動時間よりも速いピング繰り返し率（単位時間
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当たりの送信ピング数）に達するのが望ましいであろう。一部の実施態様では、重複ピン
グは、符号化励起又は他の方法を用いて互いに区別することができる。例えば、イメージ
ングシステムが第1のピングからのエコーと第2のピングからのエコーを正確に区別するの
を可能にする特徴を伴って第1及び第2のピングが送信される場合は、該第2のピングを、
該第1のピングからの全てのエコーが受信される前に送信することができる。いくつかの
符号化励起技術が当業者に公知であり、そのいずれかを、点源多数開口イメージングプロ
ーブと共に使用することができる。例えば、ピングは、第1のピングを第1の周波数で送信
し、第2のピングを（より低い又は高い）第2の周波数で送信することによって符号化され
る周波数とすることができる。次いで、このようなピングのエコーを、第1のピングのエ
コーと第2のピングのエコーとを分離するために第1の周波数及び第2の周波数を取り出す
ように調整された周波数バンドパスフィルタで受信エコーを処理することによって区別す
ることができる。
【００９４】
　送信された信号のエコーを受信すると、プローブ素子が、受信した超音波振動に対応す
る時変電気信号を生成することができる。受信エコーを表す信号をプローブ202から出力
し、受信サブシステム210に送ることができる。一部の実施態様では、受信サブシステム
は、多数のチャネルを含むことができ、これらの各チャネルは、アナログフロントエンド
装置（「AFE」）212及びアナログデジタル変換装置（ADC）214を備え得る。
【００９５】
　一部の実施態様では、受信サブシステム210の各チャネルは、ADC 214の後に、図示され
ていない様々な種類のデータコンディショナ（data conditioner）及び/又はデジタルフ
ィルタ（例えば、有限インパルス応答（FIR）及び/又は無限インパルス応答（IIR）フィ
ルタ、実係数及び/又は複素係数フィルタや、1つ以上の中心周波数、通過帯域幅、阻止帯
域ロールオフ率などを有するローパス、バンドパス、及び/又はハイパスフィルタ）も含
み得る。一部の実施態様では、ADC 214の前にアナログフィルタを設けることもできる。
各ADC 214の出力は、生データメモリ装置220に案内することができる。一部の実施態様で
は、受信サブシステム210の独立したチャネルを、プローブ202の各受信トランスデューサ
素子に設けることができる。他の実施態様では、2つ以上のトランスデューサ素子は、共
通の受信チャネルを共有することができる。さらに他の実施態様では、1つのトランスデ
ューサ素子は、2つ以上の受信チャネルを使用することができ、その出力を、2つ以上の別
個の記録セットとして生データメモリに保存することができる。例えば、生データメモリ
は、1つの受信素子に関連した、重複期間を表す2つ以上の異なるエコーストリングを含み
得る。
【００９６】
　一部の実施態様では、アナログフロントエンド装置212（AFE）は、信号がアナログデジ
タル変換装置214（ADC）を通過する前に特定のフィルタリングプロセスを行うことができ
る。ADC 214は、受信アナログ信号を所定のサンプリングレートで一連のデジタルデータ
点に変換するように構成することができる。ほとんどの超音波システムとは異なり、図3
の超音波イメージングシステムの一部の実施態様は、次いで、さらなるビーム形成、フィ
ルタリング、画像層の組み合わせ、又は他の画像処理を行う前に、それぞれの受信素子で
受信される超音波エコー信号のタイミング、位相、大きさ、及び/又は周波数を表すデジ
タルデータを生データメモリ装置220に保存することができる。
【００９７】
　収集したデジタルサンプルを画像に変換するために、データを、画像形成サブシステム
230によって生データメモリ220から取り出すことができる。図示されているように、画像
形成サブシステム230は、エコーデータをビーム形成することによって画像層を形成する
ことができるビーム形成ブロック232、及び所望のアルゴリズムに従って画像層を組み合
わせることができる画像層組み合わせ（「ILC」）ブロック234を含み得る。一部の実施態
様では、ビームフォーマ232は、プローブ校正データを含む校正メモリ238と通信すること
ができる。プローブ校正データは、正確な音響位置についての情報、動作の質、及び/又
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は個々のプローブトランスデューサ素子についての他の情報を含み得る。校正メモリ238
は、プローブ内、イメージングシステム内、又はプローブとイメージングシステムの両方
の外部の位置に物理的に位置することができる。
【００９８】
　一部の実施態様では、画像形成ブロック230を通過した後に、画像データを、ビーム形
成されて（一部の実施態様では）層が組み合わせられた画像フレームを保存することがで
きる画像バッファメモリ236に保存することができる。次いで、ビデオサブシステム240内
のビデオプロセッサ242は、画像バッファメモリから画像フレームを取り出し、画像を処
理してビデオストリームにすることができ、該ビデオストリームを、ビデオディスプレイ
244に表示し、かつ/又は、例えば、当分野で「シネループ」と呼ばれるデジタルビデオク
リップとしてビデオメモリ246に保存することができる。画像プロセッサは、実際の表示
又は保存の前に静止画及び/又は動画に対して1つ以上の調整又は情報のオーバーレイ操作
、例えば、平均もしくはガウシアンフィルタリング、アンシャープマスキングもしくはエ
ッジ検出、メジアンもしくはゴマ塩フィルタリング（salt-and-pepper filtering）、複
数フレーム平均化（当分野では持続的平均化（persistence averaging）とも呼ばれる）
、データアノテーションなどを行うことができる。
【００９９】
　一部の実施態様では、送信制御装置204は、非集束超音波ピングを所望のイメージング
アルゴリズムに従って選択された送信開口から所望の周波数及び時間間隔で送信するため
にプローブ202の送信素子を制御するためのアナログとデジタルの構成要素の任意の組み
合わせを含み得る。一部の実施態様では、送信制御装置204は、様々な超音波周波数、振
幅、パルス長、波形などで超音波ピングを送信するように構成することができる。（全て
ではないが）一部の実施態様では、送信制御装置は、フェーズドアレイとして動作するよ
うに構成すこともでき、集束（即ち、送信ビーム形成された）超音波スキャンラインビー
ムを送信する。
【０１００】
　一部の実施態様では、AFE 212は、アナログ信号がアナログデジタル変換装置を通過す
る前に、受信したアナログ信号に対して様々な増幅及びフィルタリングプロセスを行うよ
うに構成することができる。例えば、AFE 212は、増幅器、例えば、低雑音増幅器（LNA）
、可変利得増幅器（VGA）、バンドパスフィルタ、及び/又は他の増幅もしくはフィルタリ
ング装置を備え得る。一部の実施態様では、AFE装置212は、トリガー信号を受信するとア
ナログ信号をADC 214に送り始めるように構成することができる。他の実施態様では、AFE
装置は、自走（free running）とし、アナログ信号をADCに連続的に送ることができる。
【０１０１】
　一部の実施態様では、各アナログデジタル変換器214は、一般に、ある一貫した所定の
サンプリングレートで受信アナログ信号をサンプリングするように構成された任意の装置
を備え得る。例えば、一部の実施態様では、アナログデジタル変換器は、25 MHzで時変ア
ナログ信号のデジタルサンプルを記録する、即ち、1秒当たり2500万サンプル又は40ナノ
秒に1サンプルを記録するように構成することができる。従って、ADCによってサンプリン
グされるデータは、データ点のリストを単純に含むことができ、これらの各点は、特定の
瞬時における信号値に対応し得る。一部の実施態様では、ADC 214は、トリガー信号を受
信するとアナログ信号をデジタルサンプリングし始めるように構成することができる。他
の実施態様では、ADC装置は、自走とし、受信アナログ信号を連続的にサンプリングする
ことができる。
【０１０２】
　一部の実施態様では、生データメモリ装置220は、任意の適切な揮発性又は不揮発性デ
ジタルメモリ記憶装置を含み得る。一部の実施態様では、生データメモリ220は、生デジ
タル超音波データを有線又は無線ネットワークを介して外部装置に送信するための通信用
電子機器も含み得る。このような場合、送信された生エコーデータを、任意の所望の形式
で外部装置に保存することができる。他の実施態様では、生データメモリ220は、揮発性
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メモリと不揮発性メモリと通信用電子機器との組み合わせを含み得る。
【０１０３】
　一部の実施態様では、生データメモリ装置220は、一時（揮発性又は不揮発性）メモリ
セクション、及び長期不揮発性メモリセクションを含み得る。このような実施態様の一例
では、一時メモリは、ビームフォーマが、ADCによってサポートされるフルレートでデー
タに対応できるほど迅速に動作できない場合は、該ADCと該ビームフォーマとの間のバッ
ファとして機能し得る。
【０１０４】
　一部の実施態様では、長期不揮発性メモリ装置は、一時メモリ装置から、又はADCから
直接的にデータを受け取るように構成することができる。このような長期メモリ装置は、
後の処理、分析、又は外部装置への送信のために大量の生エコーデータを保存するように
構成することができる。
【０１０５】
　一部の実施態様では、生データメモリのデータ量は、デジタルサンプリングレート、各
データサンプルのサイズ（ビット又はバイト単位）、適用される任意のデータの圧縮、及
び他の因子によって決まる。従って、一例として、約16 GBの容量を有するメモリ装置は
、（例えば、25 MHzのデータサンプリングレート、1サンプル当たり16ビット、128の受信
チャネル、1フレーム当たり32ピング、及び1秒当たり40フレームで）約6秒のリアルタイ
ム表示に対応する生エコーデータを保存することができる。他の実施態様では、より短い
又は長い期間を表すデータを、同じ容量のメモリに保存することができる。
【０１０６】
　一部の実施態様では、ビーム形成ブロック232及び画像層組み合わせブロック234はそれ
ぞれ、（例えば、以下に説明されるように）特定のプロセスを行うように構成された任意
のデジタル信号処理及び/又は計算構成要素を含み得る。例えば、様々な実施態様では、
ビーム形成232及び画像層組み合わせ234は、GPUもしくは他の計算アクセラレータ上で実
行されるソフトウェアによって、又はFPGAアーキテクチャ上で実行されるファームウェア
によって行うことができる。様々な実施態様では、共通の受信開口の素子からのサブ画像
を組み合わせて第1のレベルの画像層を形成する一部又は全てのステップは、ビーム形成
ブロック232及び画像層組み合わせブロックの一方又は両方によって行うことができる。
【０１０７】
　一部の実施態様では、ビデオプロセッサ242は、表示及び/又は保存のために画像フレー
ムを集めてビデオストリームにするように構成することができる任意のビデオ処理ハード
ウェア、ファームウェア、及びソフトウェアの構成要素を備え得る。
【０１０８】
リアルタイム表示及び生エコーデータの収集の開始
　図3のブロック図及び図5の工程系統図を参照して、生エコーデータを収集して記録する
ためのプロセス500の一実施態様を以下に説明する。まず、送信制御装置204は、プローブ
202の1つ以上の送信素子が超音波ピング502を送信するように指示することができる。一
部の実施態様では、送信制御装置204は、送信ピングについてのデジタルデータ（例えば
、ピングに使用される各送信素子の識別、ピングの大きさ、ピングの継続期間、送信超音
波信号の周波数及び特定の波形、又は他のデータ）を生データメモリ220に明示的に伝達
することもできる504。ピング信号が送信された直後（又は送信される前）に、プローブ2
02の受信トランスデューサ素子が、エコーの受信及び対応するアナログ信号の生成を開始
することができる。一部の実施態様では、受信データを収集するまで一定時間が経過する
のを待つのが望ましいであろう。このような実施態様では、「収集開始」信号を、このよ
うな一定時間が経過した後にAFE 212及び/又はADC 214に送信することができる。このよ
うな一定時間は、画像化される物体内の所望の深さ範囲からエコーデータのみを収集する
ように選択することができる。
【０１０９】
　ピングトリガーを受信すると506、AFE 212は、受信したアナログエコー信号の増幅及び
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/又はフィルタリングを開始することができ、次いで、これらのアナログエコー信号がADC
 214に送信される。次いで、ADC 214は、一定間隔でアナログ信号をサンプリングするこ
とができる508（例えば、一部の実施態様では25 MHzであるが、因子、例えば、送信ピン
グの周波数、補間器及びビームフォーマの性能及び精度、並びに周波数のエイリアシング
を回避するために少なくともナイキストで定義された低い最小サンプリングレートを維持
する必要性によって25 MHzよりも高い又は低いレートである）。従って、各サンプリング
点で、ADCは、信号の大きさ及びタイムスタンプ入力を含むデジタル記録を生成すること
ができる。次いで、このデジタル記録のストリームを、各サンプリングされたデータ点に
ついて生データメモリ202に記録することができる510。一部の実施態様では、各データ点
を、画像形成ブロック230に送ることもできる512。一部の実施態様では、ADC 214は、定
数のデータ点（例えば、図5で変数「Z」で表されている）を保存するように構成すること
ができる。次いで、図5のプロセス500は、任意の数の送信開口からの任意の数のピングに
ついて繰り返すことができる514。
【０１１０】
　図3に点線250で示されているように、一部の実施態様では、デジタルエコーデータを、
（場合によっては、データ調整ステップ、例えば、追加のフィルタリング、補間、ダウン
サンプリング、アップサンプリングなどを行った後に）ADCからビームフォーマに直接送
信することができ、画像をビーム形成し、処理し、そして最小限の待ち時間で、実質的に
リアルタイムで表示することができる。一部の実施態様では、このようなリアルタイム表
示を達成するために、任意の様々な方法を使用して、画像の形成に必要な処理の量を低減
することができる。例えば、様々なデータ整理法を使用して、使用者（例えば、音波検査
者）がプローブの位置を変更する時とイメージングシステムによって表示される対応する
変更を見る時との間の人間が知覚できる待ち時間を最小限にすることができる。
【０１１１】
　図2の実施態様では、使用者は、画像化される体に対してプローブを動かしながら、制
御パネル100の表示画面130の超音波画像を見ることができる。所望の視野を見つけたら、
使用者は、超音波イメージング制御システムで「収集」プロセスを開始することができる
。次いで、該システムは、ある量のデジタル生エコーデータを長期メモリ装置に記録する
ことができる。一部の実施態様では、収集プロセスは、図2に例示されているような適切
に目的に合わせられたボタン110を押圧することによって開始することができる。他の実
施態様では、収集プロセスは、別のユーザー対話型制御装置120、例えば、タッチセンサ
式装置、ダイアル、スライダ、網膜スキャナ、音声命令、キーボード、マウス、トラック
パッド、タッチパッド、又はユーザー対話型制御装置の組み合わせによって開始すること
ができる。一部の実施態様では、生エコーデータの収集は、ネットワーク接続を介して遠
隔制御によって開始することができる。
【０１１２】
　一部の実施態様では、超音波イメージングシステム200は、一時メモリ装置及び/又は長
期メモリ装置（「循環バッファ」としても知られている）の一方又は両方に最新のX秒の
生エコーデータを連続的に保存するように構成することができる。例えば、一部の実施態
様では、生エコーデータが連続的に保存される時間Xの長さは、一時メモリ装置及び/又は
長期メモリ装置の性能、並びに1秒の何分の1かの各生エコーデータを収集するために必要
なメモリ空間によって決まり得る。従って、メモリ保存性能が、最新の6秒の生エコーデ
ータを保存するのに十分である場合は、該システムは、最新の6秒のデータの連続的な保
存を維持するために、古いデータを新しいデータと連続的に交換するように構成すること
ができる。他の実施態様では、Xの値は、使用者の設定としても良いし、又は揮発性及び
不揮発性メモリの全容量以下の所定時間としても良い。
【０１１３】
　様々な実施態様では、「収集」プロセスは、遡及的に又は前もって開始することができ
る。例えば、一部の実施態様では、使用者は、（例えば、ユーザーインターフェイス対話
によって）システムに指示して前のX秒のデータを保存することができる。あるいは、使
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用者は、システムに指示して次のX秒のデータを保存することができる。さらなる実施態
様では、事後の生エコーデータと事前の（pre-active）生エコーデータとの組み合わせを
収集して、生データメモリ装置に保存することができる。
【０１１４】
　一部の実施態様では、生データメモリ装置220に保存された生エコーデータを取り出し
て、画像のリアルタイム又はほぼリアルタイムの表示のために処理することができる。他
の実施態様では、リアルタイムでは見えない細部を見るために、生エコーデータを生デー
タメモリ装置220から取り出して、スローモーション又はコマ落とし（例えば、低速度撮
影）で再生するために処理することができる。
【０１１５】
　例えば、一実施態様では、プローブの素子を、2つの受信開口と8つの送信開口に分割す
ることができる。この実施態様の例では、1つの時間領域フレームを、8つの送信開口のそ
れぞれから送信され、第1及び第2の受信開口のそれぞれの素子で受信される8つのピング
のエコーから形成することができる。従って、1つの時間領域フレームは、合計16の第2の
レベルの画像層（各受信開口からの8つの第2のレベルの画像層）から構成することができ
る。あるいは、時間領域フレームの数を、（例えば、「スローモーション」ビデオを生成
するために）少数の第2のレベルの画像（例えば、16ではなく8の第2のレベルの画像）の
組み合わせから各時間領域フレームを形成することによって増加させることができる。逆
に、時間領域フレームの数を、（例えば、「コマ落とし」ビデオを生成するために）多数
の第2のレベルの画像（例えば、16ではなく32又は64の第2のレベルの画像）の組み合わせ
から各時間領域フレームを形成することによって減少させることができる。
【０１１６】
　別の例では、プローブは、3つの受信開口及び16の送信開口に分割することができる。
この実施態様の例では、1つの時間領域フレームを、16の送信開口のそれぞれから送信さ
れ、第1、第2、及び第3の受信開口のそれぞれの素子で受信される16のピングのエコーか
ら形成することができる。従って、1つの時間領域フレームは、合計48の第2のレベルの画
像層（各受信開口からの16の第2のレベルの画像層）から構成することができる。あるい
は、時間領域フレームの数を、（例えば、「スローモーション」ビデオを生成するために
）少数の第2のレベルの画像（例えば、48ではなく8又は24の第2のレベルの画像）の組み
合わせから各時間領域フレームを形成することによって増加させることができる。逆に、
時間領域フレームの数を、（例えば、「コマ落とし」ビデオを生成するために）多数の第
2のレベルの画像（例えば、48ではなく64又は96の第2のレベルの画像）の組み合わせから
各時間領域フレームを形成することによって減少させることができる。
【０１１７】
　他の実施態様では、一部の所望の処理ステップは、超音波イメージングシステムを用い
た実際のリアルタイムイメージングセッションの時間及びハードウェアの制約の範囲内で
利用できる処理時間又は計算能力よりも長い処理時間又は高い計算能力を必要とし得る。
このような実施態様では、超音波システムの生データメモリ装置220に保存された生エコ
ーデータを取り出して、後の画像の表示のために処理することができる。
【０１１８】
　例えば、一部の実施態様では、患者が存在する超音波データ収集セッションの後に、エ
コーデータを再処理して、数時間、数日間、数週間、数か月間、さらには数年間表示する
ことができる。一部の実施態様では、続く処理及び表示は、超音波エコーデータを収集す
るために使用されるシステムの完全に異なるハードウェア、ファームウェア、及び/又は
ソフトウェアで行うことができ、この処理は、例えば、モバイル機器、例えば、無線タブ
レット、スマートフォン、又は他のインターネット接続表示システムに配信される得られ
た画像を用いて、クラウドベースの分散システムでも行うことができる。加えて、新しい
処理アルゴリズム及び発見的な可視化及び/又は最適化法が利用可能となったら、前に収
集したデータを再処理してさらなる詳細を見ることができる。
【０１１９】



(23) JP 6306012 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

（外部記憶装置に収集する）
　一部の実施態様では、上記説明されたように生データメモリ装置に収集されて保存され
た生エコーデータを、後に外部（例えば、バックアップ）メモリ記憶装置にコピー又は送
信することができる。このようなデータ送信は、任意の利用可能な有線又は無線データ転
送システム、例えば、ブルートゥース、IR/赤外線、USB、IEEE 1394ファイアワイヤ、Thu
nderbolt、又はイーサネット/イントラネット/インターネット（TCP/IP、FTPなど）など
によって行うことができる。一部の実施態様では、データは、再処理、再ビーム形成、及
び画像の観察のために超音波イメージングシステム（例えば、超音波照射及び生エコーデ
ータの収集に使用される同じシステム、又は同様に構成された超音波イメージングシステ
ム）に戻すことができる。他の実施態様では、パーソナルコンピュータを、専用の超音波
イメージングシステムを使用しないで生エコーデータをビーム形成及び/又は処理するた
めのソフトウェア及び/又はハードウェアを用いて設定することができる。他の実施態様
では、生エコーデータを、その他の適切に構成された計算装置又はシステム、例えば、タ
ブレット又はスマートフォンのソフトウェアによってビーム形成し、処理し、そして表示
することができる。他の実施態様では、生エコーデータを、画像データを遠隔処理するこ
とができるネットワークにアクセス可能なサーバにネットワークを介してアップロードす
ることができる。
【０１２０】
　図4は、超音波データ収集及び送信装置260の一実施態様を例示し、該装置260は、生エ
コーデータを通信装置264及び有線又は無線ネットワーク266を介して遠隔イメージングシ
ステム262に伝達するための最小限のハードウェア構成要素を備えるように構成すること
ができる。図4の超音波データ収集装置260は、上記説明された送信制御装置204、AFE 212
、及びADC 214を備え得る。あらゆるビーム形成又は画像処理の構成要素の代わりに、装
置260は、生エコーデータをネットワーク266を介して遠隔システム262に送信するように
構成された通信装置264を備え得る。遠隔システム262は、装置260によって収集された生
エコーデータをビーム形成して処理するように構成されたハードウェア、ファームウェア
、及びソフトウェアを備え得る。一部の実施態様では、通信装置は、生エコーデータをリ
アルタイムで遠隔システムに配信するように構成することができる。他の実施態様では、
超音波データ収集装置260は、生エコーデータの短期保存のための内部メモリ装置220（例
えば、送信バッファとして）を備え得る。他の実施態様では、内部メモリ装置220は、生
エコーデータを収集装置260内に長期保存するように構成することができる。例えば、一
部の実施態様では、内部生データメモリ装置220は、取り外し可能なデータ記憶装置、例
えば、SDカード、光学記憶装置（例えば、CDもしくはDVD）、又はその他の固体不揮発性
デジタルメモリ装置を含み得る。
【０１２１】
　例えば、一実施態様では、患者は、音波検査者を訪問し、該音波検査者が超音波検査を
行い、その際に生エコーデータを収集して保存することができる。数時間後、数日後、又
は数週間後に（即ち、セッション後の任意の時点、たとえ患者が姿を見せてから長期間経
過した後でも）、医師が、パーソナルコンピュータ又はイメージングシステムを使用して
検査セッション中に形成された画像を再検査することができる。一部の実施態様では、こ
のような再検査は、生エコーデータにアクセスすることでのみ可能となるいくつかのプロ
セスを含み得る。このようなプロセスの例を以下に説明する。
【０１２２】
　一部の実施態様では、イメージングセッションからの生データは、校正ファントムをイ
メージングしているときに収集される生エコーデータと共に保存することができる。ファ
ントムのイメージングセッションの生エコーデータは、ビーム形成中に行われたトランス
デューサ素子の位置の仮定を訂正することによって、イメージングセッションデータの後
の校正に使用することができる。各トランスデューサ素子の位置を表す情報を、本出願者
の先行出願に記載されている校正プロセスによって得ることができる。このような素子の
位置データを校正メモリ装置220に保存することができ、該校正メモリ装置220は、他の電
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子機器と共に物理的に配置しても良いし、又はネットワークにアクセス可能な遠隔のサー
バに配置しても良い。しかしながら、一部の実施態様では、素子の位置情報は、校正作業
を行っている時と生超音波データを収集している時との間で変化し得る。例えば、プロー
ブが、生エコーデータの収集セッションの前又は最中に落下する、損傷する、又は他の理
由で変形することがある。一部の実施態様では、保存された生エコーデータを再処理する
能力とは、生エコーデータが収集された後にプローブを実際に再校正することができ、か
つ最新の素子の位置情報を用いてデータを再ビーム形成できることを意味する。他の実施
態様では、生データメモリ装置に保存された生エコーデータを分析して、プローブが実際
に校正ずれの状態であるかを決定することができる。
【０１２３】
（生エコーデータの再処理）
　生データメモリを備える超音波イメージングシステムの一部の実施態様は、超音波イメ
ージングの診断の有用性を劇的に拡張することができる多くのユニークなユーザーインタ
ラクションを可能にし得る。イメージングセッション中に生エコーデータを収集して保存
することにより、このような超音波イメージングシステムは、使用者が、基本的なビーム
形成及び画像処理の設定を調整して、保存された生エコーデータのみを用いて劇的に改善
された画像及び/又は代替の視野又は詳細を得ることを可能にする。
【０１２４】
　一部の実施態様では、保存された生エコーデータを、該生エコーデータが収集されてか
ら任意の時点で再ビーム形成することができる。上記説明されたように、ピング送信シス
テムを用いる多数開口超音波イメージングに関連したビーム形成は、一般に、反射体と送
信素子の位置と受信素子の位置との間の三角関係に基づいて各反射体の表示位置を決定す
るプロセスである。このような三角関係は、仮定の音速及び所与の反射体に対しての送信
ピングと受信エコーとの間の時間間隔を用いる距離計算に基づいて決定される。従って、
どの反射体の表示位置も、いくつかの因子によって決定することができ、それぞれの因子
は、いくつかの他の因子に依存し得る。通常のリアルタイムイメージング中に、処理時間
を制限するために、これらの因子の一部又は全てに対して一定の値を仮定することができ
る。処理時間が、リアルタイムで画像を表示する必要性によって制約されない場合は、ビ
ーム形成の計算又は他の画像形成及び/又は画像処理ステップに関わる可変因子を、調整
又は最適化して画質をさらに改善することができる。従って、生エコーデータのタイムシ
フト再ビーム形成中に、潜在的な可変量、例えば、音速及び送信素子又は受信素子の位置
を最適化して画質を改善することができる。
【０１２５】
　超音波データを再ビーム形成する機能は、画像分解能を全く低下させることなく画像の
所望の領域に「ズームイン」する改善された能力を向上させることもできる。これは、デ
ジタル写真との類似性から理解することができる。多くのデジタルカメラは、「光学ズー
ム」機能と「デジタルズーム」機能を有する。「光学ズーム」は、物体をカメラに近づけ
、これにより画像のサイズを大きくするという効果を与える。結果として、「光学的にズ
ームされた」画像は、カメラの画像取込装置の全画素解像度から恩恵を受ける。一方、「
デジタルズーム」は、単に画像を切り取って写っている画素のサイズを大きくし、これに
より同じ「ズーム」の結果という効果を与えるが、各増分「デジタルズーム」ステップで
画像の分解能を低下させてしまう。ほとんどの超音波イメージングシステムによって利用
されている分解能低下「ズーム」プロセスとは対照的に、プレビームフォーマメモリ装置
を備えた超音波イメージングシステムは、画像分解能を低下させずにズームする能力を実
現することができる。元の画像よりも小さい領域にズームインして該領域内の超音波画像
データを再ビーム形成する能力は、ビームフォーマが、全分解能画像を、画像の所望の「
ズームイン」領域内の画像データのみから形成することができるため「光学ズーム」に類
似している。
【０１２６】
　多数開口ピングイメージングプロセスを用いて超音波画像を形成するとは、目的の全領
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域からの画像が、常に「焦点が合っている」という意味である。これは、各送信ピングが
全領域を照射し、受信開口が全領域からのエコーを受信するため真実である。このような
場合、画像の最大範囲は、送信又は受信ビーム形成装置の制限された焦点によってではな
く、減衰及び信号対雑音因子によって主に限定され得る。結果として、全分解能画像は、
同じセットの生エコーデータを用いて、目的の照射領域のどの部分からも形成することが
できる。本明細書で使用される「画像ウィンドウ」という語は、ビーム形成されて表示さ
れるべき目的の全超音波照射領域の一部を指す。従って、様々な実施態様では、画像ウィ
ンドウは、ある画像ウィンドウから別の画像ウィンドウにズーミング又はパニングするこ
とによって変更することができる。一部の実施態様では、超音波照射領域内の多数の重複
画像ウィンドウ又は非重複画像ウィンドウから同時画像を形成することができる。
【０１２７】
　対照的に、フェーズドアレイ送信/受信イメージングシステムを用いると、焦点の合っ
ている画像化された領域のみが、送信超音波信号が集束する深度領域内の領域である。結
果として、このようなシステムは（たとえプレビームフォーマメモリを使用したとしても
）、その能力が、リアルタイムイメージングセッション中に最初に表示された超音波照射
領域以外の超音波照射領域の部分の画像を構築することに限定されている。さらに、この
ようなシステムの使用者が、「ズームイン」することによって表示される画像のサイズを
大きくしたい場合は、システムは、典型的には、表示された画素間のギャップを埋めるた
めの追加のサンプルデータがないため、これらの画素間にデータを補間する。
【０１２８】
　例えば、典型的なイメージングセッション中に、多数開口ピングイメージングプロセス
を用いる超音波システムの使用者は、全超音波照射領域の選択された部分の画像を表示す
るために、あらゆる所望の「ズーム」レベルの画像領域を選択することができる。一部の
実施態様では、多数開口超音波プローブとほぼ同じ幅の領域のあらゆる部分からの生エコ
ーデータをビーム形成して画像を形成することができる。このようなイメージングセッシ
ョン中に、システムは、選択された領域のみのリアルタイム画像を表示しながら、全超音
波照射領域の生エコーデータを収集して保存することができる。リアルタイム画像を形成
するために、システムは、受信（及び/又は保存）エコーデータを用いて上記説明された
受信ビーム形成ステップを行うことができる。特に、該システムは、仮定音速値、素子の
位置データ、受信エコーの時間遅延、及びコヒーレント/インコヒーレント加算アルゴリ
ズムを用いて受信エコーを三角測量して画像を形成することができる。一部の実施態様で
は、システムは、特定の表示のために画素解像度が最適化されたリアルタイム画像を形成
することができる。こうすることにより、実際のビーム形成分解能よりも低い固有の分解
能を有する表示装置の場合は、表示された画像画素間の点を表す一部のエコーデータを無
視することができる。一部の実施態様では、ハードウェアの制約、例えば、処理又はデー
タ送信電子機器によって生じる制約により、リアルタイム表示のためにビーム形成すると
きに利用可能な全てのエコーデータよりも少ないエコーデータしか使用できないことがあ
る。これら又は他の理由から、ある状況下では、システムは、画像を形成するために利用
可能な全てのエコーデータの一部しか使用することができない。
【０１２９】
　イメージングセッション後のある時点で、最初に超音波照射された領域のある部分の異
なる視野を得るためにズームイン又はズームアウト（又は画像を水平又は垂直にパニング
）することが望ましい場合は、使用者は、その領域内のいずれの新しい視野領域も単純に
画定することができる。次いで、システムは、仮定音速値、素子の位置データ、受信エコ
ーの時間遅延、及びコヒーレント/インコヒーレント加算アルゴリズムを用いてエコーを
三角測量して選択された領域のみの新しい画像画素を形成することによって、選択された
領域内のエコーを表すエコーデータをビーム形成することができる。こうすることにより
、選択された領域が元のリアルタイム画像で見えなかったとしても、新しい画像を、全ビ
ーム形成分解能で形成することができる。本明細書の他の部分で説明されているように、
保存された生エコーデータから画像を形成する場合、様々なビーム形成パラメータ（音速
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、素子位置、重み付け係数、加算アルゴリズムなど）は、リアルタイムイメージングセッ
ション中に使用される値に対して変更することもできる。結果として、リアルタイムイメ
ージングセッション中の生データの収集では、やや低いレベルの技術が許容され得る。
【０１３０】
　一実施態様では、保存された生エコーデータを用いる超音波イメージングのプロセスは
、超音波イメージングセッション中に、多数開口ピングイメージング用に構成された超音
波システムを使用するステップ、全超音波照射領域からのエコーデータを保存しながら、
目的の領域の第1のセクションのリアルタイム画像を形成するステップを含み得る。次い
で、後にエコーデータをメモリ装置から取り出すことができ、そして目的の第2の領域の
第2の画像を、同じ又は異なるビーム形成パラメータを用いて形成することができる。第2
の画像は、第1の画像と同じ、低い、又は高い画素解像度を有し得る。場合によっては、
目的の第2の領域は、目的の第1の領域の範囲内の小さい領域とすることができる。他の実
施態様では、目的の第2の領域の一部は、目的の第1の領域の外部であるが、超音波照射領
域の範囲内とすることができる。なお他の実施態様では、目的の第1及び第2の領域は、全
く重複しないようにすることができる。
【０１３１】
　一部の実施態様では、1つの超音波照射領域の別個のセクションを独立してビーム形成
する機能を有利に使用して、超音波照射領域の2つの別個の部分を同時に見ることができ
る。本明細書の他の部分で説明されているように、数秒、数分、又はそれ以上の画像デー
タを、後に見るために保存して取り出すことができる。一部の実施態様では、目的の第1
の領域は、第1の解剖学的構造、例えば、実質的に患者の心臓全体の断面を含むように画
定することができ、目的の第2の領域は、解剖学的構造、例えば、心臓の大動脈弁の一部
又は部分構造の画像サイズを拡大するために第1の領域のズームイン領域を含むように画
定することができる。両方の画像が同じデータセットから形成されているため、構造及び
部分構造（例えば、心臓及び大動脈弁）の動画は、完全に同期することになり、心周期（
又は解剖学的構造の他の運動）における同じ点で心臓（又は他の構造）の異なる領域の動
きを視覚化するために同時に表示することができる。同様に、第3の画像を、超音波照射
領域の別の部分の同時の動きを示すために形成することもでき、別の部分構造又は別の構
造全体、例えば、心臓の三尖弁又は隣接器官を強調することができる。同じ技術を使用し
て、他の器官（例えば、肺、肝臓、腎臓、又は筋骨格構造、例えば、手首、足首、膝関節
、肩関節、股関節、又は脊椎）の領域を見ることができる。
【０１３２】
　（以下に説明される）3Dボリュームデータに基づくと、共通の平面に延在しない構造で
あっても、完全に同期した画像ウィンドウを画定することができる。従って、共通の3次
元ボリュームの非共通平面のセグメントに亘る第1及び第2の画像ウィンドウを、保存され
たエコーデータセットから取り出すことができ、これらの画像ウィンドウを個々にビーム
形成し、同期させて同時に表示することができる。
【０１３３】
　別の実施態様では、システムは、最大可能分解能で完全な超音波照射領域の利用可能な
全てのエコーデータをビーム形成することによって表示分解能よりも遥かに高い画素解像
度の画像を形成するように構成することができる。このような実施態様では、ビーム形成
された画像の最大分解能は、エコーデータを評価して最も小さい合理的に識別可能な細部
のサイズを決定し、次いでエコーデータをビーム形成してこれらの小さい細部が見える画
像を形成することによって決定することができる。一部の実施態様では、十分なハードウ
ェア資源及び時間が利用可能であると仮定すると、全ての利用可能なエコーデータを用い
る最大分解能は、全開口幅及び送信されて受信される超音波の波長によってのみ制限され
得る。一部のこのような実施態様では、1つの画素が物理的領域を使用される超音波信号
のほぼ半分の波長のサイズで表す画像を形成することができる。一部の実施態様では、こ
のような高分解能画像は、ビデオループでフレームとして組み合わせることができる。
【０１３４】
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　他の実施態様では、画像の領域にズーミングする上記方法は、超音波照射領域内の解剖
学的又は構造的特徴の極めて正確な測定を可能にし得る。任意の選択された「ズーム」レ
ベルで、画素のサイズと画像化される物体のサイズとの間の関係が、上記説明された画素
配向ビーム形成法（pixel-oriented beamforming method）の結果通りであることが分か
っているため、測定が可能となる。例えば、リアルタイムイメージング中にどのズームレ
ベルで表示されたかにかかわらず、特徴が超音波照射領域内にあり、かつエコーデータセ
ットに含まれると、使用者は、後にズームインして、特徴、例えば、動脈の直径、静脈の
直径、心室のサイズ、胎児の心臓のサイズ、又はその他の所望の特徴もしくは物体を観察
して正確に測定することができる。
【０１３５】
　上記説明されたように、一部の実施態様では、様々なピング又は様々な受信開口から形
成される画像層を、大きい全開口に亘る音速の差異に対応するため、又は組み合わせ画像
における画像分解能又はスペックル低減を改善するために、コヒーレント加算とインコヒ
ーレント加算との様々な組み合わせを用いて組み合わせることができる。一部の実施態様
では、さらなるコヒーレント及びインコヒーレント加算アルゴリズムを、異なる結果を求
めるために保存された生エコーデータに適用することができる。
【０１３６】
　一部の実施態様では、出願者の先行出願（2013年3月26日出願の米国特許第13/850,823
号、名称「重み付け係数を適用することによって超音波画像の質を改善するためのシステ
ム及び方法（Systems and Methods for Improving Ultrasound Image Quality by Applyi
ng Weighting Factors）」）に記載されているように画質を改善するために、重み付け係
数を、画像層の組み合わせの際に様々な画素に適用することができる。保存された生エコ
ーデータを再処理することにより、このような重み付け係数を、様々に適用することもで
きるし、又はデータが収集された後にさらに最適化することもできる。
【０１３７】
　組み合わせ画像層の整合を改善するために1つ以上の超音波送信及び/又は受信経路に沿
った音速の仮定値を調整又は最適化することができる一部の実施態様が上記説明されてい
る。一部の実施態様では、このような調整及び/又は最適化を、保存された生エコーデー
タに適用することができる。保存された生エコーデータの再処理中にこのような調整を行
うことにより、より時間のかかる最適化を行う（例えば、ビーム形成の計算に使用するた
めに平均音速値を最適化する）ことが可能となる。
【０１３８】
　一部の実施態様では、送信開口及び受信開口は、超音波データが収集されてから再び画
定することができる。上記説明されたように、送信開口又は受信開口のサイズ、位置、及
び数は、特定の標的物体の幾何学的形状又は他の因子によって変更することができる。一
部の実施態様では、開口のサイズ、位置、又は数のこのような変更は、保存された生エコ
ーデータから形成された画像の質を最適化するために適応的に行うことができる。
【０１３９】
　任意Mモード経路を画定して表示するためのシステム及び方法が、出願者の先行出願（2
012年12月28日出願の米国特許第13/730,346号、名称「任意経路のMモード超音波イメージ
ング（M-Mode Ultrasound Imaging of Arbitrary Paths）」）に記載されている。保存さ
れた生エコーデータを用いると、新しいMモード経路を、生エコーデータの表示セッショ
ン中に、再ビーム形成されて保存された生エコーデータに基づいて画定し表示することが
できる。一部の実施態様では、mモード経路は、1つの視野で画定することができ、かつM
モード経路と同じ特徴を必ずしも含む必要のない完全に異なる視野と共に表示することが
できる。例えば、一部の実施態様では、mモード経路に沿った点に対応する生エコーデー
タを、生データメモリ装置から取り出して、完全な画像を形成するために使用される生エ
コーデータから独立してビーム形成することができる。
【０１４０】
　ドップラーイメージング及びエラストグラフィックイメージング（Elastographic imag
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ing）は、全多数開口ピングイメージングセッション中に必ずしも存在しなくても良い送
信パターンを含む。例えば、ピングベースドップラー超音波イメージングは、非常に高い
ピング繰り返し率（例えば、ピングの往復移動時間に対応する率とほぼ同じかそれ以上）
で1つ又は2つの送信開口から（イメージング周波数と比較して）比較的に低い周波数のピ
ングを送信することを含む。ピングベースエラストグラフィックイメージングは、せん断
波誘導パルスの送信後に非常に高いピング繰り返し率でイメージングピングを送信するこ
とも含み得る。
【０１４１】
　このようなパターンが送信されると、最初のイメージングセッション中に、エコーを処
理してドップラー又はエラストグラフィ（Elastography）の結果を表示するしないに関わ
らず、得られた生エコーデータを収集して保存することができる。従って、一部の実施態
様では、上記参照された出願に記載されている多数開口ドップラー又はエラストグラフィ
送信パターンが、生エコーデータ収集セッション中に存在する場合は、ドップラー又はエ
ラストグラフィの結果を、生データメモリ装置から取り出される収集された生エコーデー
タを用いて補間又は分析することができる。例えば、一部の実施態様では、多数開口ドッ
プラーパターンを、イメージングセッション中に送信することができ、実際のイメージン
グセッション中にカラーフロードップラーを処理又は表示せずに、得られたドップラーエ
コーデータを収集して保存することができる。後に、保存された生エコーデータをメモリ
から取り出して、ドップラーイメージングの結果を視覚化及び分析するために同じ又は異
なる処理ハードウェアを用いて処理することができる。同様に、一部の実施態様では、多
数開口エラストグラフィパターンをイメージングセッション中に送信することができ、実
際のイメージングセッション中にひずみ情報を処理又は表示せずに、得られるエコーデー
タを収集して保存することができる。後に、保存された生エコーデータをメモリから取り
出して、エラストグラフィプロセスの結果を視覚化及び分析するために同じ又は異なる処
理ハードウェアを用いて処理することができる。
【０１４２】
　一部の実施態様では、著しい認知可能な遅延なしにリアルタイム画像を形成するために
画像データを圧縮することができる。場合によっては、このような圧縮は、異なる時点で
得られる画像の組み合わせの効果を有し得る（例えば、多数送信ピングから得られる画像
層を組み合わせることによって）。これは、実際に表示されるフレームレートを、エコー
データが収集される最大可能フレームレートから低下させる作用を有し得る。しかしなが
ら、生エコーデータを再ビーム形成して画像を様々に組み合わせることにより、非常に高
いフレームレート（即ち、1秒当たり非常に多いフレーム数）を達成することができる。
一部の実施態様では、非常に高いフレームレートで形成される画像は、フレーム毎に又は
スローモーションで見ることができる。スローモーション再生は、表示フレームレートに
対して1秒当たり少ないレーム数で行うことができるが、このようなフレームは、リアル
タイム表示で表される画像と比較して短い時間間隔で起こる事象を表すことができるため
、より詳細に見ることができる。例えば、心臓弁の一部のある動きは、従来の超音波シス
テムで収集できる速度よりも遥かに速い速度である。非常に高いフレーム収集レートでこ
のような動きの画像を表示する能力は、診断力の劇的な改善を可能にし得る。
【０１４３】
　生エコーデータの再処理に加えて、その他のダウンストリーム画像又はビデオ処理ステ
ップを、生エコーデータの再処理後に再び行う、変更する、又は改善することができる。
例えば、様々なビデオ処理フィルタ（例えば、平均フィルタ、メジアンフィルタ、二乗フ
ィルタ、ガウシアンフィルタ、デスペックルフィルタ、ハイパスフィルタ、エッジ強調フ
ィルタ、コントラスト強調フィルタ、アンシャープマスキングフィルタ、又は他の画像及
びビデオ処理フィルタ）を、生エコーデータを再処理して画像及びビデオデータにした後
に再び行うことができる。
【０１４４】
（3次元生データの収集及び使用の実施態様）
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　3次元ボリュームの生データもまた、同様のシステム及び方法を用いて有利に収集し、
保存し、再ビーム形成することができる。上記説明された同じピングベースイメージング
技術を、1つの平面に制限されないピング信号（例えば、3次元半球又はほぼ半球の超音波
信号）を送信して、画像化される媒体に垂直な少なくとも2つの直交軸に沿って互いに離
間した受信素子でエコーを受信することによって3Dボリュームデータに適用することがで
きる。ピングベース3Dボリュームイメージング用に構成された多数開口超音波プローブは
、大きい全開口を有することができ、この全開口は、意図するイメージング適用例のどの
予想コヒーレント幅よりも実質的に大きくすることができる。
【０１４５】
　3Dボリュームデータは、上記説明されたシステム及び方法と実質的に同じシステム及び
方法を用いて収集して保存することができる。典型的には、3Dイメージング用の多数開口
プローブは、主に2Dイメージング用のプローブよりも実質的により多くのトランスデュー
サ素子を有し得る。従って、ピングベースイメージングプロセス中に3Dボリュームデータ
を収集して保存するためのイメージングシステムは、実質的により多くの受信チャネルを
備え、かつより大容量の生データメモリ装置も備え得る。メモリ装置に保存された生エコ
ーデータは、エコーを受信する特定の受信素子及びエコーを生成する特定の送信ピングに
基づいてエコーを区別できるように、上記説明されたように構成することができる。
【０１４６】
　3Dピングベースエコーデータのビーム形成もまた、2Dピングベースエコーデータのビー
ム形成に使用されるシステム及び方法と同様のシステム及び方法を用いて行うことができ
る。各デジタルサンプル値は、目的の超音波照射領域の散乱体を表すことができる。2Dの
場合と同様に、各受信サンプルの振幅及びその到着時間、並びに送信トランスデューサ及
び受信トランスデューサの正確な位置を分析して、散乱体の可能な位置を特定する点の軌
跡を画定することができる。3Dの場合は、このような軌跡は、送信トランスデューサ及び
受信トランスデューサの位置にその焦点がある3次元楕円体である。送信トランスデュー
サ素子と受信トランスデューサ素子とのそれぞれのユニークな組み合わせは、同じ反射体
の別の表示を画定することができる。従って、多数の送信トランスデューサと受信トラン
スデューサとの組み合わせからの情報を組み合わせることにより、各反射体の実際の位置
をより正確に表すことができる。
【０１４７】
　例えば、一部の実施態様では、ボクセルの3Dアレイの画像を、選択されたデジタルサン
プルの評価を用いて開始することによってコンピュータメモリ内で構築することができる
。選択されたデジタルサンプル値を、上記説明された対応する楕円体によって示される各
ボクセルに書き込むことができる。次に進んで、他の全ての収集されたサンプル値で同じ
ことをし、得られる全ての楕円体を組み合わせてより精巧な画像を形成することができる
。実際の散乱体は、多数の楕円体の交差によって示され、他の楕円体によって補強されて
いない楕円体の部分は、信号のレベルが低く、雑音として処理され得る（即ち、フィルタ
又は他の画像処理ステップによって除去又は低減される）。
【０１４８】
　他の実施態様では、計算の順序は、形成されるべき最終3D画像ボリュームの選択された
ボクセルを用いて開始することによって変更することができる。例えば、選択されたボク
セルに対して、最も近い保存されたサンプルを、それぞれの送信機/受信機の対について
確認することができる。次いで、選択されたボクセルに対応する全てのサンプル（即ち、
ボクセルに交差する楕円体を有する全てのサンプル）を評価して合計（又は平均）し、ボ
クセルの最終表現を形成することができる。サンプルの選択されたボクセルに対する近さ
を、送信機（即ち、ピング信号を送信してエコーサンプルを生成した送信機）の3次元位
置から選択されたボクセルの位置までのベクトル距離、及びこの選択されたボクセルの位
置から該サンプルを受信した受信機の位置までのベクトル距離を計算することによって決
定することができる。このような直線距離は、画像化される物体を通る音速で全経路長を
除すことによって時分割サンプルに関連付けることができる。このような方法を用いると
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、計算された時間に対応するサンプルは、選択されたボクセルに関連し得る。
【０１４９】
　ピング信号が画像化されるべき全領域を超音波照射するため、ピングベースイメージン
グによって得られるエコーデータはシームレスである。対照的に、一連のスキャンライン
から構築される2D画像は、典型的には、画像データのある程度の補間を隣接するスキャン
ライン間の空間で必要とする。同様に、一連の平面スライスから構築されるボリュームデ
ータもまた、画像データのある程度の補間を隣接する平面スライス間の空間で必要とする
傾向にある。
【０１５０】
　ピングベースエコーデータのシームレス性とは、補間を必要としない3Dボリュームの任
意の部分を通る任意の2Dスライスを切り取ることができることを意味する。場合によって
は、ボリュームデータの断面を通る非平面又は曲面スライスを切り取ることができ、曲面
経路スライスの結果を、平らな平面画像又は透視図として2次元ディスプレイに表示する
ことができる。このような情報は、3次元ディスプレイ、例えば、ホログラフィックディ
スプレイ又は立体ディスプレイによって表すこともできる。従って、一部の実施態様では
、ボリュームイメージングセッションからの生エコーデータをメモリ装置から取り出すこ
とができ、ボリュームの一部又は全てをビーム形成して画像として表示することができ、
ボリュームの所望の領域を（ソフトウェアによって自動的に、又は操作者が手動で）選択
することができ、かつ選択された領域を再ビーム形成して新しい画像として表すことがで
きる。
【０１５１】
　図6は、プロセス600を例示し、このプロセス600により、実施者が、適切に構成された
イメージングシステムを用いて、実際のイメージングセッション500中に収集された生エ
コーデータを調べることができ、このイメージングセッション500は、事前に、かつ/又は
異なる場所で同じ又は異なる実施者が行ったものとすることができる。イメージングセッ
ションからの生データをメモリ装置から取り出すことができ601、実施者は、システムに
指示して、所定のセットの画像形成パラメータを用いて生データから画像を形成すること
ができ602、次いで、実施者は、得られる画像を見ることができる604。次いで、実施者は
、画像を改善しようとして、又は見る超音波照射領域の一部を変更しようとして（例えば
、ズームイン、ズームアウト、又はパニングによる画像ウィンドウの変更）、1つ以上の
画像形成パラメータを変更することができる606。次いで、実施者は、システムに指示し
て、変更されたパラメータを用いて画像を形成して表示することができ608、次いで、新
しい画像を見ることができる610。画像形成パラメータを変更するステップ606、変更され
たパラメータ（複数可）を用いて画像を形成するステップ708、及び新しい画像を表示す
るステップ610は、所望に応じて何回でも繰り返すことができる612。
【０１５２】
　図7は、実際のイメージングセッション500中に収集される生の超音波エコーデータを再
処理するために、適切に構成された超音波イメージングシステムによって行うことができ
るプロセス700を例示している。プロセス700は、生データをメモリ装置から取り出すステ
ップ704、変更される1つ以上の画像形成パラメータを示すユーザー入力を受け取るステッ
プ706、変更された画像形成パラメータ（複数可）を用いて画像を形成するステップ708、
及び新しい画像（複数可）を表示するステップ710を含み得る。ユーザー入力を受け取る
ステップ706、変更されたパラメータ（複数可）を用いて画像を形成するステップ708、及
び新しい画像を表示するステップ710は、所望に応じて何回でも繰り返すことができる712
。上記の様々な実施態様で説明されているように、ユーザー入力は、変更されるべき画像
形成パラメータを明示的に指定することができる、又はユーザー入力は、変更されるべき
画像形成パラメータを黙示的に示すことができる。変更する明示的なパラメータの例とし
て、音速値の変更を挙げることができ、黙示的に指定されるパラメータの例として、コヒ
ーレント加算とインコヒーレント加算との組み合わせを用いて画像層を組み合わせる画像
層組み合わせアルゴリズムの選択を挙げることができる。
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　図6のプロセス600又は図7のプロセス700のいずれかでは、変更画像形成パラメータとし
て、ビーム形成パラメータ、例えば、音速値、1つ以上のトランスデューサ素子の位置変
数、又は重み付け係数を挙げることができる。また、画像形成パラメータとして、トラン
スデューサ素子の開口へのグループ分け、又は画像層組み合わせパラメータ、例えば、1
フレーム当たりの画像層の数の変更、又はコヒーレント加算もしくはインコヒーレント加
算を用いて異なるレベルで画像層を組み合わせるためのアルゴリズムを挙げることができ
る。また、画像変更パラメータとして、表示するためのMモードラインの選択、又は3次元
ボリュームからの2次元スライスの選択を挙げることができる。
【０１５４】
　本発明は、特定の好ましい実施態様及び例の文脈で開示されているが、当業者であれば
、本発明が、特別に開示された実施態様だけではなく他の代替の実施態様並びに/又は本
発明及びその明らかな変更形態や等価物の使用にまで拡大されることを理解されよう。上
記実施態様の様々な変更形態は、当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義される
一般原理を、本発明の概念又は範囲から逸脱することなく他の実施態様に適用することが
できる。従って、本明細書で開示される本発明の範囲は、上記の特定の開示された実施態
様によって限定されるべきものではなく、以下の特許請求の範囲の正しい解釈によっての
み決定されるべきものである。
【０１５５】
　特に、材料及び製造技術は、当業者のレベルの範囲内で利用することができる。さらに
、単数のアイテムの言及は、同じアイテムが複数存在する可能性があることを含む。より
具体的には、本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用される単数形「1つの（a）」、「
及び（and）」、「前記（said）」、及び「その（the）」は、文脈上他の意味に解釈する
べき場合を除き、複数の指示対象を含む。特段の記載がない限り、本明細書で使用される
「又は」という語は、提示される全ての代替物を含み、一般的に使用される句「及び/又
は」と本質的に同じ意味である。従って、例えば、「A又はBは青色であり得る」という句
は、次のいずれも意味し得る：Aのみが青色である、Bのみが青色である、AとBの両方が青
色である、及びAとBとCが青色である。特許請求の範囲は、任意選択の要素を全て排除す
るように起草できることにさらに留意されたい。従って、この文章は、クレームの構成要
素の記述に関連した「だけ（solely）」及び「のみ（only）」などの排他的な語の使用、
又は「負の」限定の使用のための先行詞として役立たせることを目的とする。本明細書に
特段の記載がない限り、本明細書で使用される全ての科学技術用語は、本発明の属する分
野の一般的な技術者が一般に理解する意味と同じ意味を有する。
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